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幕
末
薩
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

目

す

ヽ
次

（一）

わ
が
明
治
維
新
史
の
解
明
に
あ
た

っ
て
、
所
請
西
南
雄
藩
の
一
っ
と
し
て
薩
藩
の
研
究
が
重
視
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
言
う
を
侯
た
な
い
。

は

し

が

き

一

、

は

し

が

き

二
、
高
山
郷
士
守
屋
家
の
性
格

三
、
農
莱
経
営
ー
特
に
手
作
経
営

①
手
作
地
と
小
作
地

②
手
作
に
お
け
る
稲
作
の
態
様
（
以
上
本
号
）

③
手
作
に
お
け
る
畑
作
の
態
様

④
技
術
的
段
階
と
労
鋤
形
態

四
、
下

人

五
、
む

び
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幕
末
薩
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

第
一
―
―
号

既
に
小
野
武
夫
・
土
屋
喬
雄
氏
ら
の
先
駆
的
研
究
は
重
要
な
意
義
を
も
ち
、
又
鹿
児
島
県
史
〔
全
五
巻
〕
は
広
い
視
野
を
以
て
基
礎
的
考
察
を

進
め
た
の
で
あ
っ
た
。
併
し
乍
ら
、
そ
の
後
に
於
て
は
薩
藩
の
重
要
性
が
強
調
せ
ら
れ
る
の
に
比
し
て
、

2
 

さ
れ
る
こ
と
少
か

っ
た
の
で
あ
る
。

ョ
リ
発
展
し
た
研
究
が
学
界
に
寄
与

殊
に
薩
藩
は
わ
が
国
最
南
端
の
薩
隅

H
三
国
に
位
器
し
、
更
に
道
之
島

・
琉
球
に
強
烈
な
植
民
地
的
支
配
を
行

っ
た
藩
で
あ
り
、
藩
主
島
津

氏
は
中
世
以
来
守
緩

・
戦
国
大
名
を
経
て
近
世
の
領
国
大
名
と
な
っ
た
我
国
唯
一
の
例
で
あ
っ
て
、
た
め
に
藩
稲
造
も
極
め
て
特
異
な
る
形
態

を
と
つ
て
お
り
ー
~

云
わ
ば
当
地
方
の
戦
国
期
的
構
造
を
そ
の
ま
＼
近
世
ま
で
持
越
し、
し

か
も

そ
れ
を

「
上
か
ら
」
強
化
し
つ
つ
所
謂
幕
藩

体
制
に
適
合
せ
し
め
て
い
る
形
態
で
あ
っ
て
、
そ
の
地
理
的
・
歴
史
的
特
質
は
充
分
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
る
に
、
最
近
ま
で
薩
藩
現
地
の
調
査
を
基
礎
と
し、

郷
村
に
埋
も
る
上
諸
史
料
を
生
か
し
た
モ

ノ
グ
ラ
フ
ィ
が
極
め
て
少
い
た
め
、
我

々
は
従
来
の
研
究
を
以
て
一
応
一
般
的

・
概
括
的
な
理
解
は
得
る
こ
と
が
出
来
る
け
れ
ど
も
、
真
に
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
な
歴
史
像
を
把
握
す
る
こ

と
が
困
難
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
少
く
と
も
薩
藩
に
関
す
る
限
り
、
我
々
は
未
だ
猶
多
く
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
を
必
要
と
す
る
段
階
で
あ
り
、

勿
論
実
証
に
基
く
大
胆
な
立
論
は
必
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
燐
急
な

一
般
化
は
避
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
戦
後
現
地
の
調
査
研
究
が
進
む

に
従
い
従
来
の
研
究
成
果
に
対
し
て
多
く
の
疑
問
を
呈
出
し、

又
そ
れ
を
克
服
し
て
新
し
い
展
望
を
得
、
豊
か
な
稔
り
を
も
た
ら
し
つ

つ
あ
る

n
ウ

ヤ

マ

モ

り

ヤ

わ
け
で
あ
る
。
小
稿
も
先
学
の
駅
尾
に
附
し
特
に
大
隅
国
高
山
郷
に
お
け
る
一
郷
士
守
屋
家
の
農
業
経
営
（
特
に
手
作
経
営
）
の
態
様
と
そ
の

基
礎
的
労
働
力
た
る
下
人
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
、
些
か
な
り
と
も
薩
藩
の
基
礎
構
造
に
触
れ
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

り

抑
々
薩
藩
郷
士

（
外
城
衆
中
）
は
小
野
武
夫
氏
の
所
謂
「
特
證
郷
士
」
の
代
表
的
形
態
で
あ
っ
て
、
鹿
児
島
城
下
士
（
家
中
士
）
よ
り
は

一

（→ 

第
十
九
巻

七

0



ろ
必
ず
し
も
無
意
味
で
は
あ
る
ま
い
。

（一）

第
十
九
巻

七

段
軽
格
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
薩
藩
の
軍
事
力
と
郷
村
支
配
の
基
盤
を
な
し
一
般
農
民
の
豪
落
た
る
「
在
」
に
対
し
て
郷
士
豪
落
た
る
「
麓
」

に
居
住
し
、
平
常
は
農
業
を
営
み
事
あ
る
と
き
軍
役
を
奉
仕
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
同
じ
く
郷
士
身
分
の
中
に
も
近
世
初
期
よ
り
諸
陥

層
が
窺
え
、
殊
に
抱
地
開
発
と
高
の
売
買
ー
ー
↓
高
上
り
（
後
述
）
を
通
じ
て
単
な
る
身
分
的
階
層
に
と
ゞ
ま
ら
ず
幕
末
期
に
は
階
級
的
分
化
の

ァ
ッ
カ
イ

（
曖
）
を

”
 

要
素
を
著
し
く
加
え
て
い
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
小
稲
が
取
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
守
屋
家
は
幕
末
期
数
代
に
わ
た
り
郷
士
年
寄

勤
め
た
所
の
云
わ
ば
上
層
郷
士
で
あ
る
か
ら
、
守
屋
家
を
以
て
直
ち
に
薩
藩
郷
士
一
般
を
推
知
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
大
隅
に
お

げ
る
一
上
層
郷
士
の
存
在
、
そ
の
土
地
・
農
民
支
配
の
形
態
、
農
業
経
営
の
様
相
を
解
明
す
る
こ
と
は
薩
藩
の
構
造
を
分
析
す
る
一
支
柱
と
な

り
、
又
上
層
郷
士
を
め
ぐ
る
諸
関
係
を
究
明
す
る
こ
と
に
依
つ
て
薩
藩
農
民
・
下
層
郷
士
の
研
究
に
も
寄
与
し
得
る
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な

兄
更
に
は
広
く
全
国
各
地
に
お
け
る
村
役
人
層
農
民
の
進
展
或
は
商
人
寄
生
地
主
の
展
開
と
対
比
し
、
幕
末
維
新
各
藩
の
政
治
的
動
向
と
脱

み
合
わ
せ
つ
さ
比
較
す
べ
き
多
く
の
も
の
を
も
つ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
最
近
原
口
虎
雄
氏
は
薩
藩
各
郷
の
上
層
郷
士
の
経
済
的

基
礎
に
つ
い
て
、
叉
芳
即
正
氏
は
郷
士
年
寄
名
越
家
の
耕
作
技
術
と
経
営
の
収
支
を
と
り
あ
げ
夫
々
す
ぐ
れ
た
分
析
を
さ
れ
た
の
で
あ
る

＝

シ

メ

ヒ

ガ

シ

メ

が
、
芳
氏
の
場
合
は
薩
摩
国
谷
山
郷
で
あ
っ
て
、
同
じ
薩
藩
内
で
も
西
目

ll薩
摩
西
南
部
と
、
東
目

ll大
隅
・
日
向
（
諸
縣
郡
）
は
相
当
に
様
相

を
異
に
し
発
展
度
の
差
違
も
顕
著
で
あ
る
か

5
、
大
隅
国
高
山
郷
と
云
う
極
め
て
限
ら
れ
た
土
地
で
は
あ
る
が
小
稿
の
解
明
せ
ん
と
す
る
と
こ

小
稿
に
使
用
し
た
史
料
は
文
久
四
年
（
元
治
元
年
）
の
耕
作
日
記
及
び
守
屋
舎
人
日
記
を
主
と
し
、
こ
の
ほ
か
数
度
の
調
査
に
依
つ
て
得
た
高
山
郷
士
各
家

の
史
料
を
利
用
し
た
。
又
高
山
町
の
伊
東
マ
ル
（
文
久
三
年
生
）
、
日
高
曾
之
助
（
明
治
二
年
生
）
、
内
之
浦
荘
吉
（
同
上
）
津
曲
武
千
代
（
同
五
年
生
）
上
田

幕
末
薩
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

第
一
―
―
号



(7) (6) (5) (4) (3) (2) 

註

(1) 

幕
末
薩
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

第一――号

熊
千
代
（
同
十
四
年
生
）
柿
元
束
及
び
笠
野
原
の
田
中
栄
熊
（
同
六
年
生
）
の
諸
氏
か
ら
明
治
年
代
に
就
て
の
聞
取
を
参
考
し
、
幕
末
の
状
態
を
推
定
し
た
。

上
記
の
古
老
か
ら
聞
く
こ
と
が
無
か
っ
た
ら
小
稽
の
研
究
は
困
難
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
紙
面
を
借
り
て
厚
く
惑
謝
の
意
を
表
す
る
。

小
野
武
夫
、
旧
鹿
児
島
藩
の
門
割
制
度
（
土
地
経
済
史
考
証
所
収
）
、
同
、
郷
士
制
度
の
研
究
。
土
屋
喬
雄
、
封
建
社
会
崩
壊
過
程
の
研
究
（
第
三
篇

旧
鹿
児
島
藩
の
財
政
）
。

尚
薩
藩
郷
士
に
つ
い
て
は
、
中
村
徳
五
郎
、
薩
藩
外
城
制
度
の
研
究
（
歴
史
地
理
五
〇
ノ
ニ
ー
五
一
＿
ノ
―
―
ー
）
。
川
村
洋
、
薩
藩
に
於
け
る
郷
士
制
度
の
一

研
究
（
南
国
史
叢
第
一
・
ニ
輯
）
も
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

戦
後
に
は
朦
谷
俊
雄
、
薩
摩
藩
の
社
会
組
織
と
専
売
制
度
（
日
本
史
研
究
六
号
）
が
あ
り
、
其
他
南
藷
漁
業
に
関
し
、
叉
中
世
の
社
会
構
造
に
つ
い
て

数
篇
の
論
稿
が
あ
る
。
近
く
岩
片
磯
雄
・
山
田
龍
雄
氏
ら
の
調
査
研
究
に
よ
る
鹿
児
島
県
農
地
改
革
史
が
刊
行
の
筈
。
最
近
発
表
さ
れ
た
も
の
に
芳
即

正
、
近
世
末
期
薩
摩
藩
の
農
業
技
術
と
経
営
（
社
会
経
済
史
学
十
八
ノ
五
）
、
原
口
虎
雄
、
薩
藩
郷
士
生
活
の
経
済
的
基
礎
（
宮
本
叉
次
編
、
九
州
経

済
史
研
究
所
収
）
が
あ
り
、
小
稿
も
こ
の
両
稿
に
負
う
所
大
で
あ
る
。
殊
に
原
口
虎
雄
氏
か
ら
は
、
こ
の
ほ
か
薩
藩
に
関
す
る
種
々
の
史
料
・
文
献
の

借
覧
と
教
―
示
を
仰
い
だ
。

芳
氏
の
堀
江
英
一
氏
批
判
（
芳
、
前
掲
稿
）
。
或
は
奈
良
本
辰
也
氏
が
長
州
藩
郷
士
の
研
究
か
ら
進
ん
で
土
佐
藩
郷
士
・
薩
藩
郷
士
を
も
「
そ
の
最
も

古
い
形
に
お
い
て
の
み
理
解
す
る
こ
と
の
誤
り
を
指
摘
」
さ
れ
た
こ
と
（
近
世
封
建
社
会
史
論
―
―
―

10頁
）
は
極
め
て
正
し
い
が
、
併
し
直
ち
に
郷
士

1
1
中
晨
層
の
変
革
的
意
義
が
薩
藩
に
も
適
用
さ
れ
る
か
の
如
く
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
薩
藩
の
基
礎
的
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
現
状
で
は
極
め
て
疑
問

で
あ
る
。
薩
藩
に
於
て
氏
の
云
わ
れ
る
「
中
農
」
が
存
在
し
得
る
基
盤
が
有
り
得
た
で
あ
ろ
う
か
。

郷
士
制
度
の
研
究
、
七
三
頁
。

麓
の
兼
槻
、
緊
落
形
態
、
軍
事
的
意
義
な
ど
に
つ
い
て
は
太
田
喜
久
雄
、
薩
摩
領
麓
の
研
究
（
池
球
十
五
ノ
五
、
六
）
参
照
。

例
え
ば
寛
永
十
年
に
お
け
る
高
山
衆
中
の
高
は
次
頁
第
1
表
の
如
く
で
あ
る
（
寛
永
十
年
癸
酉
高
山
衆
中
帳
写
〔
二
階
堂
家
文
声
さ
よ
り
作
成
）

寛
永
十
七
年
高
山
衆
中
軍
役
帳
写
、
寛
文
六
年
高
山
衆
中
与
分
軍
役
帳
（
写
本
）
〔
二
階
堂
文
害
〕
で
も
同
様
の
事
情
が
窺
え
る
。

原
口
、
前
掲
稿
―
―
―
ニ
ー
ニ
―
六
頁
。
叉
、
山
田
龍
雄
、
近
世
島
津
藩
農
政
史
に
関
す
る
覚
書
（
騰
写
刷
）
に
は
「
幕
末
に
至
り
農
民
大
衆
を
背
兼
と
し

た
貧
窮
武
士
の
反
抗
が
散
発
す
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
族
籍
に
囚
わ
れ
て
武
士
階
級
相
互
間
の
抗
争
と
見
る
べ
き
で
な
い
。
貧
窮
武
士
は
こ
の
場
合
被
搾

日

第
十
九
巻

七



大
隅
国
肝
付
郡
高
山
郷
は
現
在
の
鹿
児
島
県
肝
属
郡
高
山
町
で
あ
っ
て
、
大
隅
半
島
の
東
南
に
位
懺
し
て
東
北
の
一
部
は
有
明
湾
を
隔
て
志

(11) (10) (9) (8) 

取
者
と
し
て
晨
民
と
同
じ
立
場
に
立
つ
て
い
る
」
と
鋭
い
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。

前
註
②
前
掲
稿
。

原
口
氏
は
「
西
目
」
を
「
人
多
く
し
て
土
地
少
き
」
狭
郷
型
農
村
、
「
東
目
」
を
「
人
少
く
し
て
土
地
多
き
」

寛
郷
型
農
村
と
さ
れ
、
前
者
に
お
け
る

門
割
制
の
崩
壊
・
貨
幣
経
済
の
浸
潤
、
後
者
に
お
け
る
自
然
経
済
の
支
配
．
抱
地
の
発
展
・

隷
属
的
「
札
子
」
の
多
き
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
勿
論
此

の
二
類
型
は
本
質
的
に
対
立
す
べ
き
も
の
で
な
く
相
対
的
な
発
展
度
の
差
違
と
思
わ
れ
る
が
、
西
目
よ
り
東
目
へ
の
人
移
し
、
出
稼
は
顕
著
な
現
象
で

あ
る
（
前
掲
稿
二
＝
三
、
二
三
八
頁
及
社
会
経
済
史
学
会
第
二
十
一
回
大
会
に
お
け
る
報
告
）
。

宇
都
宮
有
方
家
所
蔵
文
書
。
マ
ス
ミ
ヤ

守
屋
雄
次
郎
家
（
屋
号
其
澄
舎
）
文
饗
、
整
理
し
て
次
の
如
く
復
元
。
ー
ー
ー

嘉
永
五
年
十
一
月
十
二
日
よ
り
安
政
二
年
五
月
十
七
日
ま
で
、
安
政
三
年
十
月
十
七
日
よ
り
同
六
年
正
月
廿
八
日
ま
で
、
文
久
三
年
五
月
十
四
日
よ
り

九
月
廿
九
日
ま
で
、
慶
応
元
年
十
月
廿
六
日
よ
り
朋
治
元
年
二
月
十
八
日
ま
で
（
但
慶
応
元
年
は
十
二
月
十
五
日
以
後
記
事
な
し
）
、
明
治
元
年
六
月
十

四
日
よ
り
同
四
年
七
月
十
一
日
ま
で
。

．

幕
末
薩
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

第 ー 表

高 1家 部
！ 

二
、
高
山
郷
士
守
屋
家
の
性
格

ーケ所持

1石以下

5石1~ 

（一）

5~ 10 

10"'20 

20"'30 

30,..., 40 

40,-.., 50 

50,....,100 

150 

152 

281 

2

8

5

9

0

6

2

0

3

 

4

2

4

1

1

 

第
十
九
巻

第一―ー

サ

（但、 寺 2, 岸良ニ

被罷居衆2家部，内

之浦二被罷居侯衆4

家部を除く）

七



（
新
富
シ
ン
デ
ン
ガ
ワ
、
新
富
用
水
路
舟
溝
）

が
城
山
東
北

年
間
と
伝
ゆ
）
に
開
竪
さ
れ
た
所
の
高
山
川
か
ら
の
用
水

く
は
湿
田
（
牟
田
）
で
あ
っ
た
。

叉
藩
政
時
代
（
寛
文

け
て
い
る
が
、
明
治
前
期
ま
で
（
排
水
工
事
以
前
）
は
多

し
有
明
濡
に
注
ぎ
、

両
河
川
の
沿
岸
に
田
地
が
開

る
高
山
川
が
町
の
西
部
を
貫
流
し
て
肝
属
川
と
合
流

°凡 ；号

瓢［

発
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
国
見
山
に
源
を
発
す

地
）
は
往
古
よ
り
原
野
で
あ
っ
て
、

近
世
に
は
抱
地
開

形
成
し
、

山
麓
の
台
地
（
殊
に
後
田
・
前
田
・
新
留
の
台

か
ら
北
へ
傾
斜
し
て
山
林
・
畑
地
・
田
地
の
三
段
地
を

在
で
も
そ
の
約
七

0
％
は
山
林
で
あ
っ
て
、
地
勢
は
南

る
。
そ
の
面
積
は
約
―
二
九
、
三
五
方
粁
に
及
ぶ
が
現

し
、
北
は
肝
属
川
を
以
て
串
良
町
・
東
串
良
町
に
境
す

に
、
西
は
肝
属
平
野
を
隔
て
上
吾
平
町
・
鹿
屋
市
に
接

布
志
町
に
相
対
し
、
東
は
国
見
山
を
挟
ん
で
内
之
浦
町

幕
末
薩
藩
瑯
＿
；
是
筵
之
七
令
コ
＂
二
‘
し
、

第
十
九
巻

第
一
―
―
号

七
四



幕
末
薩
藩
瑯
士
の
農
業
経
営
と
下
人

第 2表

に
な
る
。

村 名

（一）

新

前

後

宮

富

野

波

留

田

田

下

山

崎

見

村高（合以下省略）

——-— 文政7年 1明治4年

石 l 石
村 3,397.31I 2, 731.8-4 

村

村・

村

布

村

村

2,598.21 1,794.731 

1,650.69 1,659.97 

1,063.41 

639.50 

778.62 

1,332.78 

911.99 

632.55 

1,336.31 

940.04 

総高頭Ill,593竺，，874.09|

第3表文政7年における社会構成

l人
数`

数

郷

出
士

家

第
十
九
巻

社

地神座問家内

家

第
一
ー
ー
号

七
五

諸村百姓

野町（町人）

波見浦（浦人）

寺家門前

居住又内

居住他国永
代抱者

郷士下人

計

936 

8 

81 

5 

3,948 

306 

163 

7 

8
 

35 

5,514 
―

-

7
 

ー

225 

6 

18 

5

8

9

2

7

 

8

5

3

 

8
 

1,241 

の
地
帯
を
灌
漑
し
、
翌
叩
田
の
た
め
に
は
、
花
牟
礼
池
（
旧
、
八
反
池
）
よ
り
千
町
田
用
水
路
が
開
か
れ
て
い
る
。

中
世
に
於
て
は
島
津
氏
に
最
後
ま
で
対
抗
し
た
豪
族
肝
付
氏
の
本
拠
〔
本
城
1
1
肝
付
城
。現
在
の
麓
は
支
城
弓
張
城
（
城
山
）
の
北
部
に
形
成
〕
で
あ

^`‘、

つ
て
、
以
来
大
隅
の
中
心
的
地
位
を
保
持
し
、
島
津
氏
征
覇
後
に
於
て
も
薩
藩
の
重
要
な
拠
点
で
あ
り
、
波
見
浦
は
藩
の
要
港
で
あ
っ
た
。
近

世
に
於
て
は
新
留
（
麓
を
含
む
、
硯
在
新
富
）
•
前
田
・
後
田
・
宮
下
・
富
山
・
野
崎
・
波
見
の
諸
村
及
び
野
町
・
波
見
浦
よ
り
成
り
、
天
正

年
間
大
野
外
記
以
来
伊
集
院
•
町
田
・
仁
礼
•
島
津
・
川
上
・
新
納
・
樺
山
・
比
志
島
等
の
有
力
な
藩
臣
が
代
々
「
地
頭
」
に
任
ぜ
ら
れ
て
い

る
。
幕
末
高
山
郷
の
構
成
を
知
る
た
め
に
文
政
七
年
・
明
治
四
年
の
各
村
高
と
総
人
数
・
寵
数
を
掲
出
す
る
と
夫
々
第
2
.
3
.
4
表
の
如
く

（
九
六
頁
附
図
参
照
）



註

(!) 

司
（
社
家
頭
取
）

さ
て
守
屋
家
は
高
山
郷
士
の
―
つ
で
、
肝
付
一
郡
の
総
社
と
せ
ら
れ
中
世
肝
付
氏
の
崇
敬
神
で
あ
っ
た
高
山
郷
宗
社
四
十
九
所
大
明
柄
の
社

と
し
て
代
々
神
棗
に
奉
仕
し
た
家
柄
で
あ
る
が
、
小
稿
が
取
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
は
藩
末
の
当
主
守
屋
舎
人
重
発
の
代
で
あ

つ
て
、
慶
応
四
年
に
彼
が
社
司
と
し
て
『
格
護
』
せ
る
神
社
は
四
十
九
所
大
明
神
の
ほ
か
郷
内
の
二
十
社
に
及
び
、
そ
の
子
常
磐
も
五
社
大
明

神
等
一
二
社
を
格
護
し
て
お
り
、
守
屋
家
は
高
山
郷
内
の
神
々
の
迎
職
者
と
し
て
大
い
な
る
権
威
を
も
つ
て
い
た
わ
け
で
あ
砂
。

第4表 明治4年における社会構成

幕
末
薩
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

第
一
―
―
号

い
づ
れ
も
文
政
七
年
隅
州
肝
付
郡
高
山
由
緒
紙
方
帳
、
明
治
四
年
高
山
郷
地

名
方
位
及
人
鉢
記
（
高
山
町
役
場
蔵
）
に
よ
り
作
成
。
人
口
の
増
加
に
反
し
て

高
の
誤
少
を
見
る
が
そ
の
理
由
を
知
ら
な
い
。
尚
薩
藩
に
お
け
る
高
は
他
藩
と

大
い
に
異
り
、
高
一
石
は
靱
九
斗
六
升
で
あ
る
か
ら
注
意
を
要
す
る
。
列
朝
制

度
巻
之
五
（
九
州
文
化
史
研
究
所
写
本
）
、
田
賦
雑
徽
（
地
方
経
済
史
料
第
一

巻
三
八
ニ
ー
四
頁
）
、
諸
郷
栄
労
調
（
農
民
史
料
緊
粋
第
九
巻
六
四
頁
）
、
鹿
児

島
藩
租
額
事
件
（
近
世
社
会
掻
済
叢
書
第
四
巻
一
四
四
頁
）
等
を
見
よ
。

表
中
の
諸
身
分
に
つ
い
て
簡
単
に
は
鹿
児
島
県
史
第
二
巻
第
二
章
参
照
。

高山内には支城の跡として御幣園城・和田城•宮下城・富山城・検見綺城等あり。前田西方盛光寺跡には肝付家歴代の墓がある。
l人 数！家部

士 族 1;2.60｛悶 668 31! 574 

平 詞 官 97 {嬰 52 27 
45 

士族下人 284 {嬰 179 62 
105 

百 姓 3 ,4 3 6 { 男女 11 ，,6821 2 4 892 

浦 人 190 {慶 92 49 
98 

町 人 叫塁
167 79 
173 

旧 慶 賀 15 {嬰 10 4 
5 

旧 臓 多 46 {嬰 18 1 28 

計 5 , 6 6 8 { 男女 23 ，, 06420 8 1 ,4 2 5 

日

〔
俯
考
〕

第
十
九
巻

七
六



(5) (2) 

幕
末
薩
藩
瑯
士
の
農
業
経
営
と
下
人

御

郷

士

年

寄

衆

中

（→ 

第
十
九
巻

＊
ゥ
ギ
リ

舎
人
日
記
、
慶
応
四
年
八
月
十
三
日
の
条
。
四
十
九
所
大
明
神
の
ほ
か
は
い
づ
れ
も
小
詞
で
あ
る
が
各
村
各
方
限
の
中
心
た
る
神
々
で
あ
り
、
停
滞
的

社
会
に
於
て
は
我
々
が
想
像
す
る
以
上
の
権
威
を
有
ち
、
民
衆
の
生
活
・
結
合
を
規
制
し
て
い
る
。
即
ち
川
上
大
明
神
（
後
田
村
片
野
）
諏
訪
両
大
明

ゥ
ナ
イ

神
（
前
田
村
西
方
）
西
宮
大
明
神
（
前
田
村
和
泉
田
）
戸
神
大
明
神
（
後
田
村
白
坂
）
六
所
権
現
（
宮
下
村
桜
迫
）
宇
内
五
社
大
明
神
（
野
崎
村
宇

内
）
天
満
宮
（
前
田
村
）
祗
園
一
一
一
社
天
王
（
新
富
村
池
之
園
）
森
十
一
二
所
大
明
神
（
野
崎
村
津
曲
）
大
塚
大
明
神
（
野
崎
村
塚
崎
）
南
嶽
千
五
百
連
諸

ォ
ト
ゴ

神
諸
大
明
神
（
川
上
社
内
）
坂
元
三
所
権
現
(
?
)
戸
柱
大
明
神
（
波
見
浦
）
乙
子
大
明
神
（
波
見
村
辺
田
）
稲
荷
大
明
神
（
富
山
村
坂
元
）
小
鷹
大

、

、

、

ヒ

9

キ

明
神
（
波
見
村
）
白
山
権
現
（
串
良
郷
上
小
原
村
）
比
良
伎
大
明
神
（
前
田
村
合
戦
田
）
、
白
石
大
明
神
（
後
田
村
鳥
越
）
。
常
磐
格
護
の
も
の
は
五
社

大
明
神
（
新
留
村
五
社
馬
場
）
天
道
両
大
神
宮
（
野
綺
村
上
原
）
及
び
守
屋
神
社
。
こ
れ
ら
の
う
ち
に
は
「
田
舎
社
人
」
が
お
り
、
垣
結
い
そ
の
他
の

カ

シ

労
働
を
「
加
勢
」
と
し
て
守
屋
家
に
提
供
す
る
。゜

し
か
も
幕
末
数
代
に
わ
た
つ
て
組
頭
・
郷
士
年
寄
を
勤
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
同
家
の
系
図
を
略
示
（
近
世
の
み
）
す
る
と
次
の
如
く
に

な
る
の
で
あ
る
。

第一＿一号

郷

士

七
七

守

屋

納

右

衛

門

ヒ

（
分
）

入
来
院
文
書
一
五
三
号
丁
を
見
れ
ば
寛
永
十
六
年
大
隅
諸
外
城
一
二
十
一
の
う
ち
国
府
・
蒲
生
・
帖
佐
・
末
吉
と
並
ん
で
高
山
の
重
要
さ
が
窺
わ
れ
る
で

あ
ろ
う
。

⑱
四
十
九
所
大
明
神
に
つ
い
て
は
三
国
名
勝
図
絵
、
巻
之
四
十
八
、
鹿
児
島
県
史
第
二
巻
八
ニ
―
頁
。
神
社
志
下
、
八
七
一
、
二
頁
参
照
。

⑭
舎
人
の
父
弾
正
は
文
化
四
年
次
の
如
く
願
出
て
い
る
。
（
文
化
四
年
、
日
帳
）

『

口

上

覚

右
者
私
事
妥
元
宗
廟
四
十
九
所
大
明
神
社
家
頭
取
勤
居
申
候
処
神
職
為
継
目
上
京
仕
吉
田
殿
か
官
名
右
之
通
被
仰
付
候
二
付
名
替
之
願
申
上
度
奉
存
候

間
奉
願
通
名
替
御
免
許
ヒ
仰
付
様
候
御
申
上
被
下
度
奉
願
候
以
上

外
十
月
廿
七
日



靱
負
初
、
良
発

而
し
て
舎
人
に
つ
い
て
は
系
図
に
左
の
如
く
録
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

幕
末
薩
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

0

0

 

ー
重
莞

舎
人

弾
正

重
厚
・
・
・
神
奈
備
舎

ー
常
磐
：
・
・
真
澄
舎

立
国

り

内

蔵

摂

津

守

喜

声

‘

警

讐

riF

重

貞

讐

麟

，

重

寛

初

、

伊

兵

衡

（
慶
長
十
九
生
ー
承
応
二
歿
）
（
寛
永
十
六
生
ー
元
隷
十
四
歿
）

元
酸
九
年
上
京
十
八
神
道
之
次

第
伝
受

|
—
良
国
麟
‘
十
次

R
G
A

（
延
享
三
生
ー
文
化
二
歿
）

安
永
八
年
上
京
十
八
神
道
伝
授

一
日
法
令
免
許
。
寛
政
一
―
一
年
再
上

京寛
政
四
年
四
月
与
頭

同
五
年
二
月
郷
士
年
寄
助

同
年
十
二
月
ー
亨
和
二
年
十
一
月

郷
士
年
寄

『
重
斃
舎
人
初
、
十
太
郎

〇
寛
政
十
年
戌
午
二
月
十
三
日
丁
末
刻
誕
生

（一）

（
寛
文
九
生
ー
延
享
四
歿
）

弾

正

良
易
初
、
重
易

納
右
衛
門

（
安
永
五
生
ー
天
保
十
三
歿
）

文
化
四
年
上
京
十
八
神
道
伝
授
一
日
法
令
免
許
。

同

七

年

十

二

月

与

頭

同
十
一
年
一
1

一
月
郷
士
年
寄
助

同
十
四
年
二
月
ー
文
政
二
年
閏
四
月
一

文
政
三
年
八
月
ー
同
五
年
二
月
郷
士
年
寄

同
十
一
年
―
―
一
月
ー
同
十
―
―
―
年
八
月

左
二
詳
示

ー
良
兼
囀
‘
十
次
麟
…
・
:
・
:
・
：
山
栄
舎

（
文
化
二
生
ー
安
政
六
歿
）

文
化
十
二
年
別
家

横
目
相
勤

母
高
山
日
高
長
左
衛
門
為
長
嫡
女
ト
キ
也

0
文
政
八
年
乙
酉
十
月
廿
二
日
為
与
頭

0
同
十
一
一
一
年
庚
寅
九
月
廿
九
日

転
為
郷
士
年
寄
助

0
天
保
五
年
甲
午
二
月
八
日
退
役
願
御
免
也

0
同
六
年
乙
末
七
月
二
十
八
日
再
為
年
寄
助

0
同
七
年
九
月
十
日
転
為
年
寄

0
同
九
年
戊
戌
二
月

（
宝
永
元
生
ー
文
化
四
歿
）

享
保
五
年
神
祗
管
領
ョ
リ

神
道
裁
許
状

第
十
九
巻

和
泉

第
一
ー
ー
号

七
八



(7) 

註

(6) 

十
九
日
退
役
御
免
也

0
同
十
四
年
癸
卯
正
月
廿
六
日
継
目
免
許
也

0
同
年
癸
卯
五
月
十
一
日
十
八
神
道
伝
授
一
日
法
令
免
許
也
〇
嘉
永
―
―
一
年
庚
戌
二
月
十
日
再
為

郷
士
年
寄

0
安
政
五
年
戊
午
九
月
廿
四
日
退
役
願
御
免
也
0
文
久
元
年
辛
酉
四
月
七
日
三
為
郷
士
年
寄
0
同
二
年
チ
戌
八
月
為
守
衡
伍
江
戸
在
府
ニ
ヶ
月
明
年
正

月
廿
三
日
従
公
姫
芦
繹
駕
帰
国
璽
莞
時
六
十
六
歳
0
慶
応
元
年
乙
丑
閏
五
月
為
曖
鰭
郷

5

0
同
月
諸
郷
々
士
為
衆
中
0
同
四
年
戊
辰
一
一
月
曖
退
役
願
御
免
也

0
明

治

四

年

辛

末

十

二

月

廿

四

日

末

刻

死

年

七

十

四

（

以

下

略

）

』

舎
人
日
記
は
、
前
述
の
如
く
嘉
永
五
年
十
一
月
以
後
の
み
残
存
し
て
い
る
の
で
、
彼
の
晩
年
に
つ
い
て
は
特
に
詳
細
に
知
り
得
る
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
依
る
と
嘉
永
三
年
二
月
郷
士
年
寄
（
寺
社
方
掛
•
前
田
村
移
者
掛
・
牛
馬
皮
取
締
掛
）
と
な
り
高
山
郷
の
支
配
・
政
務
に
活
躍
し

た
が
病
の
た
め
安
政
五
年
九
月
退
役
御
免
仰
付
ら
れ
、
十
月
に
は
古
郷
士
年
寄
・
諸
相
談
役
を
仰
付
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
併
し
萬
廷
二
年
・

（
文
久
元
年
）
四
月
に
は
再
び
曖

(11郷
士
年
寄
）
宗
門
方
掛
・
山
方
掛
・
浦
掛
と
な
り
慶
応
三
年
十
二
月
老
齢
の
た
め
退
役
を
願
出
で
翌
年
ニ

月
退
役
を
許
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
嘉
永
六
年
の
こ
ろ
に
は
彼
の
弟
泰
造
良
兼
も
「
所
三
役
」
の
一
た
る
「
横
目
」
を
勤
め
て
い
る
こ

と
明
ら
か
で
あ
り
、
又
高
山
郷
に
於
て
同
じ
く
郷
士
年
寄
を
勤
む
る
家
筋
の
日
高
•
吉
井
・
宇
都
宮
・
伊
東
の
諸
家
、
代
々
組
頭
を
勤
む
る
宮

田
家
或
は
蜘
瞑
g
の
如
に
〗
―
島
と
代
々
姻
戚
の
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ぃ
‘
か

4
る
迎
俗
両
界
に
わ
た
る
権
威
を
以
て
高
山
郷
の
郷
士
・
農

簡
単
に
は
県
史
第
二
巻
一
六
六
頁
、
小
野
武
夫
土
地
経
済
史
考
証
一
七
頁
。
か
4

る
郷
士
年
寄
以
下
の
役
識
に
は
「
役
高
」
や
「
役
得
」
が
大
な
る
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
は
原
口
、
前
掲
稿
ニ
―

0
、
ニ
―
一
頁
参
照

物
部
連
守
屋
家
系
図
（
明
治
四
十
四
年
写
、
守
屋
泰
一
一
一
家
文
書
）
。
こ
れ
に
天
保
一
一
一
年
守
屋
家
略
系
図
（
守
屋
泰
治
家
文
書
）
を
参
照
し
た
。
こ
れ
ら
の

系
図
は
近
世
に
関
す
る
限
り
、
郷
内
の
他
の
史
料
と
照
合
し
て
信
頼
度
極
め
て
高
き
こ
と
を
確
認
し
た
。

幕
末
藍
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

（→ 

民
に
臨
ん
で
い
た
と
一
云
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

第
十
九
巻

第一一一号

七
九



(10) 

＝＝でl

同
右
十
月
廿
一
日
の
条

古
郷
士
年
寄

諸

相

談

役

右
之
通
被
仰
付
候
間
外
古
郷
士
年
寄
申
談
何
扁
致
取
扱
候
様
可
被
申
渡
候
此
旨
申
渡
候
様
御
地
頭
御
差
図
二
而
＼

午

十

月

十

八

日

莉

山

郷

士

年

寄

中

士

寄

守

屋

舎

人

右
者
病
気
二
相

□当
務
難
叶
申
出
候
二
付
御
池
頭
被
聞
召
逹
願
通
二
被
成
御
免
候
間
如
例
可
被
申
渡
侯
左
候
而
跡
代
役
吟
味
之
上
名
前
取
調
早
々
可
被

申
出
候
此
旨
申
越
候
様
御
地
頭
御
差
図
二
而
4

以
上

午

九

月

廿

一

日

山
之
内
勘
右
衛
門
殿
（
他
郷
士
年
寄
一
一
一
人
略
）

『
（
朱
筆
）

月

日

幕
末
薩
藩
瑯
士
の
農
業
経
営
と
下
人

日

第
十
九
巻

取

次
平

山

作

右

衛

門

郷

守

第
三
号

年

以

上
屋

守

屋

八

0

舎

舎

人

人

印

と 呈

⑱
物
部
連
守
屋
家
系
図

⑨
舎
人
日
記
安
政
五
年
九
月
一
一
日
の
条
。

『

口

上

覚

私
事
嘉
永
一
1

一
年
戌
二
月
郷
士
年
寄
寺
社
掛
前
田
村
移
者
掛
牛
馬
皮
取
締
掛
被
仰
付
難
有
奉
存
相
勤
居
申
候
処
持
病
差
発
勤
方
難
叶
御
座
候
に
付
役
儀
御

断
申
上
候
処
今
一
往
致
養
生
相
勤
候
様
被
仰
付
軍
々
難
有
奉
存
相
勤
居
申
候
得
共
早
々
全
快
仕
不
申
勤
方
難
叶
御
座
候
―
―
付
恐
多
奉
存
候
得
共
何
卒
奉

願
通
御
免
許
被
仰
付
被
下
候
様
被
仰
上
可
被
下
候
以
上

午

九

―

―



舎
人
日
記
、
慶
応
三
年
十
二
月
廿
七
日
の
条
、
口
上
覚
。

舎
人
日
記
、
嘉
永
六
年
各
所
に
見
ゆ
。

宇
都
宮
家
は
代
々
酸
醐
の
中
性
院
よ
り
権
大
僧
都
職
に
補
任
せ
ら
れ
、
院
号
を
許
さ
れ
て
い
る
（
宇
都
宮
家
系
図
及
各
代
の
許
状
）
。
大
隈
地
方
で
は

郷
士
年
寄
の
家
が
置
々
同
時
に
郷
内
の
宗
教
的
潅
威
を
有
す
る
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
大
崎
郷
山
下
家
に
つ
い
て
は
原
口
、

前
掲
稿
ニ
―
一
頁
。
大
崎
の
救
仁
郷
家
は
最
大
の
例
で
あ
り
そ
の
他
虞
々
聞
い
た
。
（
守
屋
家
の
場
合
は
幕
末
に
郷
土
年
寄
に
進
ん
だ
の
で
他
の
場
合

と
区
別
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
）

救
仁
郷
家
に
つ
い
て
は
大
賄
町
史
―
ニ
―

I
一
四
二
頁
。
―

-
0九
ー
ニ
―
七
頁
。
原
口
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
本
家
は
五
百
石
、
中
の
坊
百
石
、
外
に

十
石
の
次
男
家
十
二
家
。
本
家
は
新
納
•
山
田
•
町
田
等
島
津
一
族
の
み
と
緑
与
せ
り
と
。

幕
末
数
代
の
姻
戚
関
係
を
示
せ
ば
第
5
表
の
如
し
。
（
八
二
頁
参
照
）

次
に
守
屋
家
の
支
配
地
に
つ
い
て
窺
う
こ
と
さ
す
る
が
、
抑
々
薩
藩
郷
士
の
知
行
制
は
他
藩
に
比
し
て
極
め
て
特
異
な
形
態
を
と
り
、
従
来

各
種
の
研
究
あ
る
に
拘
ら
ず
未
だ
不
明
の
点
が
少
く
な
い
が
租
納
の
形
態
よ
り
す
る
土
地
の
種
目
に
つ
い
て
は
最
近
原
口
虎
雄
氏
が
分
類
せ
ら

の

れ
た
門
高
・
浮
免
．
抱
地
・
永
作
・
溝
下
見
掛
・
大
山
野
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
此
等
の
地
目
夫
々
に
つ
い
て
の
詳
細
は
同
氏
の
論
稿

に
譲
る
こ
と

4
し
小
論
に
必
要
な
限
り
に
於
て
簡
単
に
触
れ
る
と
門
高
（
給
地
門
）
は
薩
藩
特
有
の
門
割
制
下
の
農
民
作
職
地
で
あ
り
、
知
行

主
は
農
民
よ
り
の
貢
租
・
夫
役
収
取
権
を
も
つ
の
で
あ
る
が
〔
高
一
石
（
籾
）
に
付
三
斗
九
升
八
合
（
米
）
の
定
納
、
内
藩
庫
納
の
も
の
を
除
き
約
三
斗
〕
、

浮
免
以
下
は
郷
士
給
養
の
所
謂
郷
士
自
作
高
〔
自
作
名
義
〕
で
あ
っ
て
‘
勿
論
上
層
郷
士
の
中
に
は
そ
の
一
部
を
下
層
郷
士
・
農
民
・
野
町
人

(15) (14) 

幕
末
覧
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

(13)(12)(11) 

高

山

郷

士

年

寄

中

日

第
十
九
巻

第一一一号

八

取

次平

山

作

右

衛

門

と



日
高
為
長
ー
—
ト
キ
ー

甚
五
郎

ー

為

昌

与
顕
、
郷
士
年
寄

伸

右

衛

門

与

頭

郷
士
年
寄
助

郷

士

年

寄

一

横

目

、

与

頭

野
崎
村
戸
長

ー
貞
利

第5表 幕末の姻威関係

ー

リ弾
正

ー
良十
助
義
遠

ー
良
昭

—

-

横
目
、
紐
頭

口
事
方

宮

田

義

次

（
横
目
）
へ

養
子

（
前
掲
）

易
ー
ー

ン'

幕
末
薩
藩
怠
士
の
農
業
経
営
と
下
人

宇
都
宮
真
光
院
快
意

―
|
 

舎
人
重
甕

（
前
掲
）

先
妻

腰

早

右

衛

門

瀕

助

吉

井

清

祗

ー
_

l

清

員

＾

ル

|

|

i

_
、

与

頭

宇

太

郎
ー
清

穏

与

頭

郷
土
年
寄

郷
士
年
寄

郷
士
年
寄

郷
士
年
寄
助

_
|

'

ー
ー
1

ア

曖
、
与
頭

（→ 

東

学

院

快

孝

タ
ッ

第
一
―
―
号

郷
士
年
寄
助

＊
 

曖
、
小
隊
長
（
常
備
隊
制
）

ー
多
聞
院
快
明

東
太

|
|
ー
快
哉

晨――一年奥

州
ニ
テ
戦
死

ー
ツ
ル

ー弾[

直

助

後

妻

日

高

為

肥

為

嵩

フ

チ

清

右

衛

門

地

頭

横

目

ー

清

右

衛

門

疇

翌

年

士

年

寄

助

那
士
年
寄
郷
士
年
寄

ー
ー
—
ー

為
憲
ー
ー
・
キ

ー
第
十
九
巻

八

此
の
系
図
は
守
屋
家
系
図

の
ほ
か
、
宇
都
宮
家
系
図

吉
井
家
系
図
、
宮
田
家
系

図
（
夫
々
同
上
家
所
蔵
）

及
び
日
高
系
図
（
高
山
町

役
場
）
に
よ
り
作
成
し
た
。

良
易
以
前
に
つ
い
て
も
姻

戚
の
関
係
を
窺
う
こ
と
が

出
来
る
が
省
略
、
又
、
所

役
勁
務
の
年
代
も
各
系
図

に
明
ら
か
で
あ
る
が
煩
雑

に
な
る
の
で
略
す
る
。

〔備

考
〕

＊
県
史
第
一
1

一巻

五
七
三
、
五
九
四
頁
参
照
。



註

(17)16) 

（→ 

第
十
九
巻

八

に
小
作
さ
せ
る
も
の
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
浮
免
は
本
田
畑
に
し
て
門
割
か
ら
除
外
さ
れ
た
地
で
あ
り
（
租
米
九
升
二
合
）
、
特
に
上
層
郷
士

が
良
田
を
抑
え
て
い
た
と
去
わ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
抱
地

(11持
留
）
は
原
口
氏
に
よ
れ
ば
「
藩
の
許
可
を
得
て
自
費
仕
明
（
筆
者
註
ー
開
墾
）
し

た
私
有
地
で
租
米
は
九
升
二
合
、
郷
士
の
高
上
り
資
格
に
よ
っ
て
そ
の
所
有
面
積
に
制
限
あ
る
土
地
で
あ
り
且
士
族
身
分
に
限
り
許
さ
る
る
」

も
の
で
あ
る
が
、
其
他
の
永
作
・
溝
下
見
掛
も
夫
々
制
限
〔
永
作
は
百
姓
に
も
許
さ
る
〕
・
租
率
等
異
る
に
せ
よ
、
い
づ
れ
も
山
林
•
原
野
〔

I
I

大
山
野
〕
の
開
墾
地
で
あ
り
又
植
林
さ
れ
も
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
，
山
林
と
原
野
の
ひ
ろ
が
る
大
隅
地
方
に
於
て
抱
地
以
下
の
も
の
が
極
め

て
広
大
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
、
特
に
上
層
郷
士
は
公
私
の
権
力
に
依
つ
て
広
大
な
土
地
・
林
野
を
囲
い
込
ん
だ
の
で
あ
り
「
耕

⑳
 

地
と
い
つ
て
も
三
分
の
一
位
は
林
野
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
っ
た
ろ
う
。

し
か
も
薩
藩
に
於
て
は
他
藩
と
異
り
知
行
地
の
売
買
が
許
さ
れ
た
こ
と
は
特
箪
に
値
し
、
そ
れ
に
依
つ
て
高
直
（
高
上
り
・
高
下
り
）
が
な

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
ゞ
注
意
す
べ
き
は
普
通
「
持
高
」
と
云
わ
れ
た
も
の
は
、
家
格
に
よ
っ
て
一
定
の
限
度
（
高
上
り
の
最
高
限
）
が
あ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
前
述
の
本
田
畑
た
る
門
高
及
浮
免
を
主
体
と
し
て
そ
の
ほ
か
に
抱
地
・
永
作
等
は
極
め
て
徴
少
な
も
の
が
そ
の
中
に
入
れ
ら

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
持
高
以
外
に
上
層
郷
士
に
は
抱
雄
・
永
作
・
大
山
野
等
を
大
量
に
も
つ
こ
と
撰
々
で
あ
り
、
又
い
づ
れ
の
地
目
に
も

他
人
名
義
の
土
地
も
あ
っ
た
か
ら
、
持
高
の
み
を
以
て
支
配
地
の
全
貌
を
把
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
わ
け
を
あ
る
。

原
口
、
前
掲
稿
ニ
―
八
ー
ニ
―
―

1
0頁

日
高
通
博
家
の
暮
末
の
「
大
浮
免
抱
地
余
地
坪
付
帳
」
に
は
大
浮
免
．
抱
地
共
に
作
人
が
録
さ
れ
て
い
る
も
の
多
く
、
安
政
二
年
の
「
大
浮
免
坪
付

写
」
に
は
自
作
の
ほ
か
に
作
人
誰
某
と
録
さ
れ
て
お
り
、
幕
末
各
年
の
「
取
納
帳
」
に
は
各
門
よ
り
の
取
納
と
は
別
に
「
抱
地
井
浮
免
取
納
」
と
い
う
項

が
あ
る
。
尚
、
同
取
納
帳
及
安
永
八
年
羞
出
（
持
高
）
に
は
門
浮
免
（
或
は
門
付
浮
免
）
が
あ
り
、
こ
れ
は
庄
屋
浮
免
と
共
に
各
門
の
取
納
の
方
に
入

幕
末
薩
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

第
三
号



能
う
限
り
追
求
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
は
じ
め
に
持
高
の
推
移
を
考
察
す
る
に
大
体
第

7
表
の
如
く
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
大
体

近
世
中
期
以
降
持
高
が
上
昇
し
て
お
り
、
殊
に
郷
士
年
寄
に
な
っ
た
舎
人
良
国
の
代
あ
た
り
か
ら
が
著
し
い
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第6表 日高家の持高

I安永8年 l文久 2 年
石 石

295.96 
門 地 295.96 

内 ｛庄門屋付浮浮免免 103 •• 962 7 

抱 地 I 0.671 0.86 

浮 叫囀．酎 大浮.免32 19 

余 地 I 2,041 2.04 

計 I 3ts.oo I 318.20 

（備考） 各年の差出による。合以下省略

(21)(20)(19) (18) 
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れ
ら
れ
て
い
る
。
伊
東
家
で
も
「
門
付
浮
免
」
は
「
自
作
浮
免
」
と
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
て
い
る
（
高
屋
敷
其
外
地
方
出
入
書
付
留
）
。
後
考
を
侯
つ
。

浮
免
は
本
田
畑
に
限
ら
れ
ず
抱
地
・
永
作
の
場
合
も
あ
る
。
日
高
家
の
天
明
七
年
借
状
に
は
「
仕
朗
抱
地
浮
免
」
と
あ
り
、
明
治
二
年
当
巳
秋
取
納
帳

に
は
「
永
作
浮
免
」
あ
り
、
其
他
散
見
。
後
考
を
侯
つ
。

原
口
、
前
掲
稿
二
二
三
頁
。

同
右
、
一
三
六
頁
、
守
屋
家
で
も
抱
地
が
多
く
杉
山
で
あ
る
こ
と
は
後
述
。

例
え
ば
高
山
・
日
高
家
の
場
合
、
宝
暦
十
三
年
に
持
高
一
二
百
拾
八
名
余
あ
り
（
高
山
衆
中
小
普
請
銀
不
相
掛
人
数
帳
）
、
幕
末
ま
で
殆
ん
ど
変
動
し
て
い

な
い
。
殆
ん
ど
最
高
限
に
来
て
い
た
故
で
あ
ろ
う
。
第
6

表
参
照
。
こ
の
ほ
か
に
抱
地
•
永
作
・
大

山
野
が
あ
っ
た
こ
と
は
他
の
史
料
に
依
つ
て
推
測
さ
れ
る
。
尚
浮
免
が
持
高
に
全
部
算
入
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
庄
屋
浮
免

・
門
付
浮
免
は
勿
論
で
あ
る
が
、
大
浮
免
も
安
政
二
年
「
大
浮
免
坪
付

、、

写
」
（
計
十
九
．
―
-
三
石
）
と
照
合
し
て
確
め
得
る
。
伊
東
家
で
は
享
和
元
年
持
高
六
拾
三
石
余
、

そ
の
う
ち
抱
地
式
拾
七
石
余
で
そ
の
比
率
が
高
い
が
、
そ
れ
は
抱
地
に
つ
い
て
『
増
高
之
儀
ハ
外

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

高
二
而
候
処
外
高
之
分
別
不
致
高
直
之
願
申
上
寛
政
十
年
六
月
高
直
御
免
被
仰
付
首
尾
違
二
相
成

云
々
』
と
害
か
れ
て
実
は
『
外
高
』
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
そ
の
後
土
地
の
集
積

あ
る
に
拘
ら
ず
幕
末
ま
で
殆
ん
ど
持
高
は
変
動
し
な
い
（
寛
政
八
年
起
、
高
屋
敷
其
外
地
方
出
入

書
付
留
）
。
そ
の
他
上
層
郷
士
の
公
文
書
に
見
ゆ
る
抱
地
の
址
ほ
至
っ
て
少
い
。
も
っ
と
も
鹿
屋
郷

野
田
家
は
持
高
の
殆
ん
ど
が
砲
地
を
以
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
分
家
で
あ
っ
た
が
故
で

あ
ろ
う
。
尚
、
原
口
、
前
掲
稿
、
ニ
―
八
、
二
四
二
頁
参
照
。

（→ 

第
十
九
巻

第一一一号

守
屋
家
の
場
合
そ
の
支
配
地
の
全
容
に
つ
き
明
確
に
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
以
下

八
四
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幕
末
匿
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

（→ 

I 生年～歿年 1系図による持高1系よ図以る外の持史料高に
邸頼和泉守I? ～年8I ? 1石2.o升o | 註Zり

重時和泉守 天正12～万治2 鰯 7 13.28 寛永10（得叩豆1暉328岳神）領四註）299 
寛永（17 
内1

重治 諸疇左這衛門門＼慶長19～承応2 慶安2 13.28 

重貞 兵 醤寛永16～元禄14 認 2 13.281寛文6 I 3.28 1£25> 
内

重寛摂津守i寛文9～延享4I元緑1440.561 
立国和 泉 1宝永 1～麟3I延享s40.40 I 

良国舎 人 延享3～文化2I宝暦9 4679 天宝暦明13 42.15 註26)
・ 8 46.18 血

良易弾 正＼安永5～天保13 文化3 70.30 天保135.06分分与家創記設8) 

重発舎 人 1寛政10～明治4I天保1486.43 I 
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（
 

第
十
九
巻

［備考〕持高は合以下省略。年代は社司（神主）成の年代で各代ともその

直後に持高が記載されているので社司成当時の持高を示すものと

思われる。守屋泰治家所蔵の山栄舎守屋家譜による。他の史料の

出典は夫々註を参照のこと。

註

(25) (24) (23) (22) 

第
一
二
号

八
五

『
京
御
竿
之
節
神
領
高
百
八
石
二
相
究
正
祝
格
痙

仕
居
・
・
・
・
神
領
高
毀
破
―
ー
付
御
取
揚
被
仰
付
：

・・右

高
百
八
石
之
内
三
拾
六
石
正
祝
大
宮
司
検
校
一
一
一
人
―
-

而
社
役
相
勤
持
高
御
座
侯
故
右
三
拾
六
石
右
三
人
之

持
高
二
繰
替
被
仰
付
候
右
高
之
儀
者
御
支
配
地
―
-

（
マ
ヽ
）
、
、
、
、

相
替
本
御
神
領
高
之
表
盛
古
竿
之
儘
二
而
被
成
下
候

｀
ヽ
（
マ
ヽ
)

ニ
付
右
余
斗
を
以
往
之
御
神
事
相
勤
候
様
被
仰
付
今

以
壱
人
前
拾
式
石
．
ツ
、
持
高
之
内
と
メ
三
人
二
而
格

護
仕
』
〔
高
山
町
役
場
蔵
、
巳
七
月
無
題
の
文
書
。

文
政
七
年
名
勝
志
方
再
撰
御
紙
二
付
所
申
出
之
醤

（
一
一
階
堂
文
書
）
に
も
同
趣
意
あ
り
〕
。
云
う
ご
と
く

古
竿
（
京
竿
）
の
ま
4

で
あ
る
な
ら
ば
、
薩
藩
の
高

の
約
一
一
倍
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

寛
永
十
年
癸
酉
高
山
衆
中
帳
写
（
二
階
堂
家
文
書
）

寛
永
十
七
年
高
山
衆
中
軍
役
帳
写
（
同
右
）

寛
文
六
年
高
山
衆
中
与
分
軍
役
帳
二
番
（
写
本
）

（
同
右
）

宝
暦
十
一
云
一
年
高
山
衆
中
小
普
請
銀
不
相
掛
人
数
汲

こ
れ
ら
は
主
に
高
の
買
入
に
よ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の

ノヽ

，
 

2
 

で
あ
る
。



第 8 表

(29) (28)(27) 
数人

ヽ

゜

．
．
．
 

篇
石
ー
5
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
8
0
9
0
1
0
0
9
9

8

6

8

 

1

5

1

 

1

1

3

 

~
～
~
～
~
～
~
～
~
～
～
 

1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ー

持

0

1

2

3

4

5

6

8

9

計

3

8

7

4

7

1

7

1

0

1

1

1

1

1

 

4

4

1

1

1
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幕
末
藷
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

天
明
八
年
高
山
郷
士
高
究
帳
（
高
山
町
役
場
蔵
、
破
損
甚
し
）

天
保
一
一
一
年
八
月
無
題
青
表
紙
本
（
弾
正
の
子
十
次
郎
良
兼
分
家
の
際
の
記
録
）
。
高
拾
五
石
余
の
ほ
か
、

銭
四
百
貫
（
高
求
料
）
を
分
与
し
た
〔
守
屋
泰
治
家
文
書
〕

断
片
的
に
し
か
痰
え
な
い
が
宝
暦
十
一
年
に
は
伊
東
家
よ
り
本
物
返
高
壱
石
を
得
た
（
但
、
文
化
二
年
に
請
返
さ
る
）
〔
寛
政
八
年
起
、
高
屋
敷
其
外
地

方
出
入
書
付
留
、
伊
東
家
文
書
〕
。
宝
暦
十
三
年
の
守
屋
家
の
持
圏
に
は
『
内
裔
壱
石
七
斗
四
升
式
合
七
夕
壱
オ
隈
元
新
八
方
分
申
六
月
永
代
』
と
あ

り
（
高
山
衆
中
小
普
請
銀
不
相
掛
人
数
帳
）
。
寛
政
八
年
に
は
日
高
清
右
衛
門
・
同
六
右
衛
門
と
共
に
、
鹿
児
島
士
種
子
島
家
の
知
行
野
鮪
村
前
原
門

（
三
拾
五
石
）
を
買
入
れ
た
（
種
子
島
十
郎
太
夫
知
行
高
名
寄
帳
写
、
日
涵
家
文
書
）
其
他
多
し
、
後
述
。
尚
、
宝
暦
十
一
1

一
年
に
守
屋
家
と
同
捏
度
の

持
高
で
あ
っ
た
伊
東
家
（
四
拾
壱
石
八
斗
余
）
の
持
高
上
昇
の
過
程
は
極
め
て
参
考
に
な
る
。
同
家
は
享
和
元
年
の
高
揃
で
は
六
拾
三
石
六
斗
余
に
上

昇
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
門
高
、
余
地
覇

．
抱
地
の
買
入
及
び
後
田
村
に
抱
地
を
開
き
直
竿
を
受
け
て
い
る
。
殊
に
掴
地
の
一
部
を
農
民
に
『
給
分
』

と
し
て
与
え
て
い
る
が
、
こ
の
農
民
は
恐
ら
く
実
際
に
開
墾
に
努
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
抱
地
開
発
は
名
義
を
上
層
郷
士
と
し
、
農
民
・
下
層

（

伊

東

）

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

郷
士
に
依
つ
て
為
さ
れ
た
こ
と
が
多
い
。
文
化
二
年
に
は
後
田
村
の
抱
地
に
つ
い
て
『
嘉
左
衛
門
様
代
御
竿
申
請
之
節
作
人
打
開
苦
労
分
と
し
て
永
々

半
地
上
納
二
御
約
束
有
之
其
通
版
納
致
来
候
』
と
録
さ
れ
て
い
る
（
以
上
、
寛
政
八
年
起
、
高
屋
敷
其
外
地
方
出
入
害
付
留
）
。
天
保
十
一
年
に
は
同
家

所
有
の
抱
地
・
永
作
を
集
計
す
れ
ば
約
八
町
八
反
余
に
及
ぶ
（
天
保
十
一
年
抱
地
井
永
作
坪
付
）
。

さ
て
当
面
の
舎
人
重
発
の
支
配
地
の
内
容
に
つ
い
て
は
明
確
に
窺
い
得
ぬ
撼
が
あ
る
が
、

け

少
く
と
も
嘉
永
五
年
十
一
月
に
は
新
留
村
内
村

第
十
九
巻

第一一一号

（
日
高
通
博
家
文
害
）
。
同
審
に
は
『
高
壱
斗
以
上
所
持
仕
蒟
之
役
御
奉
公
相
勤
申

候
』
者
が
害
上
げ
ら
れ
『
持
高
壱
斗
之
内
居
屋
敷
一
ケ
所
人
体
ハ
相
除
』
れ
て
い

る
が
、
持
高
壱
斗
以
上
の
高
山
郷
士
を
第
8
表
の
如
く
示
せ
ば
守
屋
家
の
位
置
が

推
察
出
来
よ
う
。
大
体
上
層
郷
士
の
下
層
と
云
う
べ
き
か
。

尚
宝
暦
六
年
の
薩
州
分
限
帳
で
は
高
山
郷
士
二
百
二
十
六
人
で
あ
る
か
ら
（
小

野
武
夫
、
郷
士
制
度
の
研
究
八
二
頁
）
約
七

0
人
が
持
高
一
斗
以
下
及
一

ケ
所
無

屋
敷
と
見
て
よ
い
。

質
取
地
拾
石
（
浮
免
）
、
居
屋
敷
壱
ケ
所
、

八
六



但
過
不
足
無
御
座
候

右
者
此
節
新
留
村
御
検
地
門
割
―
一
付
証
文
差
出
候
様
被
仰
渡
趣
承
知
仕
取
調
申
侯
処
私
持
高
右
之
通
御
座
候
侶
而
如
此
御
座
候

幕
末
薩
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

六
拾
壱
表
三
斗
四
升
六
合

高
式
拾
式
石
六
斗

靱
大
豆

I、--)

=⇒l 

g
 

証
文

更
に
慶
応
三
年
十
一
月
に
は
、

-
‘
屋右
之

通

高

支

配

方

に

差

出

候

敷

目

録

壱

通

-

‘

馬

場

門

名

寄

目

録

外
―
―
抱
地
目
録

宇
都
宮
連
正
院
方
か
出
筈

い
る
。

壱

冊

寄

目
‘,-
ー3
 

『

覚

一

、

内

村

門

一

紙

目

録

一
、
永
山
門
煕
場
門
名
寄
目
録

一
、
東
門
名

録

壱

冊

壱

冊

壱

通

ヒ

第
十
九
巻

第
三
号

八
七

新

留

村福

留

門
の
う
ち
高
五
石
三
斗
弐
升
五
合
、
同
村
馬
場
門
弐
拾
壱
石
の
み
は
明
ら
か
に
同
家
の
給
地
門
で
あ
り
、

以
上

門

叉
安
政
四
年
に
は
次
の
如
く
見
え
て



一
、
終
日
乙
名
共
替
々
参
候
（
下
略
）

卯
十
二
月
朔
日
晴
天、、

一
、
福
留
門
小
太
郎
外
七
人
取
納
―
ー
参
居
候
（
下
略
）

と
見
え
て
い
る
。
し
か
も
舎
人
出
府
の
際
に
門
の
農
民
を
召
列
れ
る
こ
と
も
撰
々
で
あ
り
、
叉
そ
の
日
数
は
少
い
が
手
作
地
の
労
働
や
家
内
労

と
マ
フ
ヂ

働
に
も
出
て
き
て
い
る
の
を
見
出
す
〔
但
、
こ
れ
が
夫
役
で
あ
る
か
、
或
は
劣
悪
に
せ
よ
賃
銀
乃
至
際
扶
持
に
よ
る
も
の
か
不
明
。
後
節
参
照
〕
。

⑧

③

 

幕
末
薩
藩
は
軍
制
改
革
に
伴
い
給
地
高
改
正
を
撰
々
令
し
た
が
、
明
治
二
年
軍
役
高
五
拾
石
に
制
限
せ
ら
れ
る
や
守
屋
家
は
さ
き
に
買
入
の

c 

と
あ
り
、
同
文
の
証
文
に
て
新
留
村
内
村
門
に
高
五
石
三
斗
弐
升
五
合
、
永
山
門
に
高
弐
石
三
斗
八
升
七
合
五
勺
、
東
門
に
高
壱
石
、
馬
場
門

に
高
弐
拾
壱
石
を
夫
々
持
つ
て
い
た
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。
以
上
か
ら
で
も
門
高
と
し
て
少
く
と
も
五
拾
弐
石
三
斗
壱
升
余
を
持
ち
し
こ
と
は

確
実
で
あ
り
、
殊
に
こ
れ
ら
の
門
の
う
ち
福
留
門
と
馬
場
門
を
主
な
る
も
の
（
恐
ら
く
両
門
は
持
切
門
で
他
は
持
合
門
か
）
と
し
て
い
た
こ
と

（
し
て
）

は
各
所
に
窺
え
、
慶
応
四
年
正
月
の
「
乙
名
祝
に
」
に
も
、
『
今
晩
乙
名
祝
と
ゲ
福
留
門
馬
場
門
参
上
畢
』
と
あ
る
の
で
も
推
察
で
き
よ
う
。

③
 

と
も
か
く
前
掲
の
諸
門
か
ら
は
貢
租
及
夫
役
を
収
取
す
る
こ
と
が
出
来
た
わ
け
で
、
毎
年
十
一
月
に
は
各
門
の
名
頭

(II乙
名
）
が
守
屋
家
に

⑤
 

来
た
り
、
書
付
を
受
け
、
十
一
月
末
乃
至
十
二
月
初
に
同
家
に
直
接
貢
租
を
納
入
し
た
。

卯
十
一
月
廿
五
日

睛
天

御

曖

衆

中
卯

十

月

幕
末
薩
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

日

!!a=37) 

一
例
を
挙
ぐ
れ
ば
慶
応
一
一
一
年
に
は
、

第
十
九
巻

守

屋

第
一
―
―
号
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八
八
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ヒ
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ら
、
或
租
度
の
推
定
を
加
え
ざ
る
を
得
な
い
が
と
も
か
く
こ
れ
ら
が
守
屋
家
の
社
役
・
軍
役
勤
仕
の
基
礎
を
な
し
た
の
で
あ
っ
た
。

幕
末
薩
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

（→ 

以
上
窺
っ
た
土
地
関
係
を
簡
単
に
表
示
す
れ
ば
次
の
如
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

〔
以
上
の
地
名
は
七
四
・
九
六
頁
附
図
参
照
の
こ
と
〕

に
は
、
下
人
小
市
を
道
中
の
晶
九
反
九
畝
（
内
屋
敷
壱
反
五
畝
）
、
下
人
助
右
衛
門
を
道
中
及
小
森
の
晶
八
反
六
畝
（
内
屋
敷
壱
反
五
畝
）
に

夫
々
『
作
人
』
と
し
て
居
住
せ
し
め
て
お
り
恐
ら
く
こ
れ
ら
の
晶
は
右
の
抱
地
で
あ
り
此
の
下
人
は
従
属
的
小
作
人
た
る
「
下
人
」
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
舎
人
日
記
に
ほ
花
牟
礼
（
新
留
村
）
之
後
・
野
崎
村
横
頭
・
中
原
（
後
田
村
）
・
中
牧
•
新
留
村
崎
山
の
各
所
が
同
家
の

如

抱
地
と
し
て
見
え
、
多
く
は
杉
山
で
あ
り
、
叉
権
現
ケ
迫
に
も
永
作
地
を
も
っ
た
と
推
察
さ
れ
、
勿
論
こ
の
ほ
か
に
も
各
所
に
抱
地
・
永
作
等

を
持
つ
て
い
た
で
あ
ろ

5゚
而
し
て
こ
れ
ら
抱
地
・
永
作
の
一
部
は
手
作
も
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
さ
れ
ば
次
節
に
詳
述
す
る
所
の
同
家
の
手

作
地
三
町
三
反
余
（
元
治
元
年
）
は
浮
免
を
主
と
す
る
ほ
か
こ
う
し
た
抱
地
・
永
作
も
か
な
り
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
o
（
事
実
、
手
作

畑
の
う
ち
に
上
掲
、
中
牧
、
権
現
ヶ
迫
等
の
地
名
が
見
え
る
。
同
一
の
地
で
な
い
に
し
て
も
痣
地
・
永
作
の
開
発
が
行
わ
れ
た
地
域
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
）
。

を
も
ち
、

十
二
月
に
は
・
『
下
人
小
市
召
列
道
中
抱
地
に
差
越
屋
地
割
い
た
し
』
、

第
十
九
巻

八
九

勿
論
現
存
の
史
料
を
以
て
し
て
は
全
貌
は
尚
不
明
で
あ
る
か

⑩
 

馬
場
門
の
う
ち
か
ら
『
過
上
高
拾
弐
石
九
斗
壱
升
五
合
七
勺
五
オ
』
と
見
え
こ
れ
を
売
渡
し
て
い
る
か
ら
、
幕
末
・
明
治
初
に
は
軍
役
高
六
拾
弐

石
九
斗
余
と
推
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
＼
に
云
う
軍
役
高
は
恐
ら
く
前
述
の
持
高
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
ほ
か
に
抱
地
・
永
作
・
大
山
野
の
多

く
は
「
外
高
」
と
し
て
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
、
従
っ
て
此
の
六
拾
弐
石
九
斗
余
に
は
算
入
さ
れ
て
い
な
い
と
見
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ド
ゥ
チ
ュ
ウ

い
づ
れ
に
せ
よ
守
屋
家
の
場
合
抱
地
・
永
作
が
、
そ
の
規
模
は
不
明
で
あ
る
が
史
料
に
散
見
す
る
。
即
ち
安
政
四
年
に
は
後
田
村
道
中
に
抱
地

そ
の
後
道
中
に
下
人
の
家
作
を
な
し
て
い
る
が
、
元
治
元
年

第
一
＿
一
号



(36) (35) 

註

(34)(33)(32)(31)(30) 

舎
人
日
記
、
嘉
永
五
年
十
一
月
廿
八
日
の
条

同
右
、
安
政
四
年
九
月
廿
九
日
の
条

同
右
、
慶
応
一
一一年
十
二
月
十
四
日
の
条

同
右
、
同
年
十
二
月
十
五
日
、
廿
七
日
の
条

同
右
、
慶
応
四
年
正
月
四
日
の
条
、
門

5
坪環
f
乙
名
叉
は
翁
と
云
い
毎
年
正
月
四
日
に
乙
名
は
じ
め
門
の
農
民

・
抱
地
の
下
人
が
主
家
に
祝
に
来
て

そ
の
日
は
無
礼
謂
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
乙
名
祝
と
云
っ
た
。
舎
人
日
記
で
も
毎
年
正
月
四
日
乙
名
祝
の
記
事
有
り
。

特
に
乙
名
の
み
に
は
鍍
餅
を
据
え

る
慣
行
と
云
い
、
伊
東
家
の
「
年
中
行
事
諸
節
旬
見
合
」
に
も
舘
餅
の
項
に
『
乙
名
、
四
枚
、
大
』
な
ど
と
見
ゆ
。
地
租
改
正
後
は
四
日
祝
の
名
を
以

て
呼
ば
れ
地
圭
の
許
に
小
作
人
が
祝
に
来
た
と
云
う
。

門
之
年
中
納
物
定
に
つ
い
て
は
列
朝
制
度
巻
之
五
、
田
賦
雑
徴
（
近
世
地
方
経
済
史
料
第

一
巻
所
収
）
四
二
七
ー
四
二
九
頁
。
租
税
間
答
（
同
上
第
二

巻
）
五

0
二
、
三
頁
参
照
。

鹿
児
島
県
史
第
二
巻
＝
―1
0
五
頁
、
文
政
四
年
租
税
雑
記
（
旧
鹿
児
島
藩
地
方
経
済
史
料
集
成
第
一
巻
所
収
）
三
四
頁
に
は
納
物
・
夫
仕
は
凡
て
庄
屋
を

通
ず
る
と
さ
れ
る
が
、
実
際
は
直
接
行
わ
れ
た
。
原
口
、
前
掲
稿
ニ

一
三
頁
の
註
8

参
照
。
尚
列
朝
制
度
巻
之
五
に
は
『
給
地
百
姓
拾
翫
里
内
者
取

納
米
領
主
方
に
直
届
拾
氏
里
以
上
遠
郷
者
最
寄
出
物
蔵
に
上
納
受
取
害
を
以
致
皆
済
候
云
々
』

と
あ
り
。

守

屋

家
r -、
自門

作

高
「――¥
大永抱浮

山

野作地免
¥ I 

/ •.、
屋山小手

敷

：・・

:
・
:
・
:
・

:
・
…
―
―
―
反
四
畝
四
歩

元
治
元
年
―
―
―
町
―
―
―
反
余

．
人
八
・
六
反
（
展
敷
を
含
む
）

元
治
元
年

一
訊
包
．
．
．
九
反
（
屋
敷
を
含
む
）

林
：
：
各
地
に
杉
山
多
し

作
：
．．
 

”
 

作
： 
9/ 

高

[E
距

ー
名
子）
〕
ー
貢
租
徴
収
燿
：
・

・例
え
ば
慶
応
二
年

幕
末
薩
藩
瑯
士
の
農
業
経
営
と
下
人

（一）

第
十
九
巻

第
三
号

高
五
十
二
石
余
（
新
留
村
）

九
0



(44) (43) (42) (41) (40) (39)(38) (37) 

日

第
十
九
巻

九

舎
人
日
記
（
慶
応
一
一
一
年
）

鹿
児
島
県
史
第
二
巻
九
一
ー
九
三
頁
、
第
三
巻
五
四
七
頁
。
特
に
原
口
、
前
掲
稿
二
四
一
―
―
ー
ニ
四
五
頁

『
諸
郷
軍
役
高
之
儀
百
石
限
被
定
置
侯
得
共
追
々
常
俯
兵
被
召
建
候
所
無
高
少
高
之
者
共
不
少
候
付
此
節
尚
又
吟
昧
之
趣
有
之
全
体
諸
郷
之
義
も
有
之

候
間
以
来
諸
郷
一
同
軍
役
高
五
拾
石
へ
被
究
候
過
上
高
有
之
面
々
者
壱
石
式
百
貫
文
之
直
成
を
以
其
郷
に
お
ひ
て
相
対
売
払
候
様
無
混
雑
可
取
計
旨
地

頭

へ

申

渡

会

計

局

其

外

可

承

向

に

も

可

申

渡

候

、

但

当

秋

取

納

済

候

上

本

文

通

可

取

計

候

知

政

所

』

（

明

治

二

）

十

月

〔

御

軍

役

高

定

被

仰

渡

候

御

廻

文

写

、

鹿

屋

郷

野

田

家

文

書

〕

舎
人
日
記
、
明
治
二
年
十
月
十
七
、
世
―
-
‘
廿
四
日
。
同
三
年
四
月
三
日
の
条
。
も
っ
と
も
慶
応
一
―
一
年
明
治
二
年
の
高
制
限
が
ど
の
程
度
の
効
果
を
も

っ
た
か
疑
問
で
あ
る
。
伊
東
家
の
場
合
、
買
主
が
『
代
料
調
達
難
叶
』
、
た
め
に
「
所
務
米
之
儀
乙
名
方
か
御
方
に
ヒ
成
直
取
納
』
・
『
自
作
高
之
儀
者
：
・

門
高
同
様
現
米
二
而
入
付
可
申
候
』
（
明
治
三
年
三
月
証
文
、
同
趣
旨
証
文
数
通
あ
り
）
と
約
し
、
こ
れ
を
以
て
代
料
を
差
引
く
こ
と
4

し
て
い
る
。

（日
5
家）

日
高
家
の
場
合
は
買
ヽ
王
が
日
高
家
よ
り
代
鉛
借
用
の
形
を
と
り
（
利
八
分
）
『
質
物
と
し
て
此
節
御
方
よ
で
附
属
仕
候
名
寄
目
録
壱
通
売
渡
証
文
相
添

相
渡
』
、
『
当
卯
年
よ
で
先
七
ケ
年
限
り
本
代
銀
利
足
年
々
十
二
月
十
五
日
限
り
御
首
尾
合
可
申
上
候
』
と
あ
り
（
慶
応
三
年
六
月
証
文
、
二
通
）
、
年
々

売
渡
し
た
門
か
ら
日
高
家
は
所
務
米
を
取
納
し
て
い
る
。
（
明
治
一
一
年
の
制
限
に
対
し
て
も
同
様
の
処
躍
を
と
っ
た
。明
治
二
年
附
属
高
御
糾
方
＝
付
御

届
帳
、
慶
応
二
年
よ
り
明
治
六
年
に
至
る
附
属
高
所
務
米
取
納
帳
・
算
用
帳
等
の
諸
史
料
に
よ
る
）
。
買
ヽ
王
が
中
下
層
郷
士
で
あ
る
以
上
当
然
の
こ
と
で

あ
り
、
少
く
と
も
当
分
は
単
な
る
名
儀
の
変
更
に
す
ぎ
な
い
。

少
く
と
も
高
山
郷
日
高
家
・
伊
東
家
の
史
料
を
以
て
す
る
限
り
、
軍
役
高
の
百
石
•
五
十
石
の
制
限
は
従
来
の
持
高
に
つ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
確

実
で
あ
る
（
日
高
家
文
書
、
慶
応
『
一
年
高
附
属
人
数
御
届
帳
、
持
高
並
附
属
高
取
調
帳
。
伊
京
家
文
書
明
治
三
年
高
附
属
人
数
取
調
帳
）

舎
人
日
記
、
安
政
四
年
十
二
月
十
五
日
、
十
八
日
以
降
。
下
人
数
人
が
泊
り
込
み
で
下
人
助
右
衛
門

・
小
市
の
居
家
を
建
て
4

い
る
。

文
久
四
年
耕
作
日
記

令

人

）

（

下

人

）

（

し

て

）

（

し

て

）

『
仁
平
太
助
右
術
門
長
四
郎
崎
山
に
杉
木
場
払
方
と
／
遣
候
二
付
四
ッ
時
か
差
越
八
ッ
半
か
花
牟
礼
之
後
抱
池
見
と

t
行
』
（
舎
人
日
記
、
安
政
五
年

正
月
十
二
日
）

幕
末
藍
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

第
一
ー
ー
号



舎
人
日
記
に
よ
れ
ば
、
彼
は
社
司
と
し
て
、
武
士
と
し
て
、
特
に
郷
士
年
寄
（
曖
）
と
し
て
そ
の
日
々
は
相
当
に
多
忙
で
あ
る
。
即
ち
格
護

せ
る
二
十
数
社
の
社
司
と
し
て
年
間
多
く
の
祭
事
が
あ
り
、
「
社
人
中
」
が
舎
人
の
屋
敷
に
集
り
直
会
の
後
社
参
・
祈
疇
・
神
楽
を
勤
め
、
或
は

郷
内
諸
社
へ
社
人
を
召
列
れ
て
出
向
き
、
事
に
応
じ
て
『
雨
乞
』
と
か
『
異
国
船
調
伏
之
慕
』
や
藩
主
の
上
洛
に
『
御
両
殿
様
御
武
連
長
久
並

ウ
ッ
ガ
ン
マ
ッ
ィ

御
供
人
数
息
災
延
命
異
国
船
調
伏
之
御
祈
疇
』
な
ど
を
な
す
こ
と
も
多
く
、
又
各
郷
士
の
『
氏
祭
』
（
内
神
祭
・
内
之
祭
）
・
『
地
神
祭
』
に
招
か

（
し
て
）

れ
て
勤
め
る
こ
と
撲
々
で
あ
っ
た
。
し
か
も
武
士
と
し
て
『
鉄
泡
稽
古
』
に
励
み
『
調
練
稽
古
と
ゲ
御
地
頭
仮
屋
致
出
勤
』
す
こ
と
も
度
々
で

あ
っ
た
。
し
か
も
郷
士
年
寄
と
し
て
仮
屋
へ
出
勤
し
郷
士
の
調
練
に
当
り
命
に
応
じ
て
『
戦
兵
』
を
出
征
さ
せ
（
彼
の
甥
の
子
は
戦
死
）
、
叉
郷
内

の
諸
政
務
に
携
り
（
郷
士
年
寄
数
人
の
間
で
当
番
あ
り
、
数
日
毎
に
上
番
）
、
郷
内
各
所
へ
差
越
し
、
土
地
の
『
見
分
』

入
を
促
し
、
舎
人
在
宅
の
場
合
も
郷
士
の
諸
役
・
名
主
・
触
等
が
た
づ
ね
来
り
（
或
は
舎
人
が
彼
等
を
『
召
呼
』
）
彼
等
に
種
々
の
指
令
を
与
え
て

(46) (45) 

幕
末
薩
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

（貫）

『
野
崎
村
横
頭
抱
地
高
九
升
四
合
四
勺
五
オ
代
分
式
拾
四
メ
式
百
四
文
二
此
方
に
永
代
相
受
取
』
（
同
右
同
年
正
月
十
三
日
）

『
助
右
衛
門
長
四
郎
召
列
中
原
抱
地
下
草
払
二
行
』
（
同
右
正
月
廿
六
日
）

0

下
人
）

『
仁
平
太
助
右
衛
門
長
四
郎
三
太
郎
中
牧
に
行
抱
地
杉
下
草
払
相
済
候
』
（
二
月
朔
日
）

叉
慶
応
四
年
七
月
二
日
口
上
覚
に
よ
れ
ば
抱
地
崎
山
之
杉
八
拾
本
を
売
つ
て
い
る
ほ
か
崎
山
に
杉
差
等
の
山
仕
事
は
隈
々
見
る
所
で
あ
る
。

『
守
屋
掃
部
参
同
道
二
而
擢
現
ヶ
迫
に
永
作
割
方
二
行
候
処
上
田
伝
左
衛
門
不
参
候
二
付
致
割
方
置
候
云
々
』
（
同
右
、
明
治
二
年
二
月
晦
日
）
但
し
権

現
ヶ
迫
は
現
在
不
明
。

伊
東
家
の
天
保
十
一
年
子
秋
改
「
担
地
並
永
作
坪
付
」
に
は
同
家
所
有
の
抱
地
・
永
作
の
絵
図
が
畝
せ
ら
れ
て
い
る
が
隣
り
す
る
も
の
に
「
守
屋
弾
正

ニ
抱
地
有
リ
」
と
云
う
の
が
一
ー
ケ
所
、
い
づ
れ
も
後
田
村
西
原
（
現
在
地
名
消
滅
。
高
山
川
を
境
に
西
の
方
一
帯
の
原
野
・
畠
、
上
原
・
盛
光
寺
・
大

脇
迫
一
帯
の
原
と
も
云
う
）
。
尚
安
政
年
代
に
は
『
本
城
領
分
取
納
二
参
候
事
』
（
舎
人
日
記
、
安
政
三
年
十
二
月
十
四
日
）

『
本
城
か
取
納
二
多
人
数
参

候
事
』
（
安
政
五
年
十
二
月
十
日
）
な
ど
見
え
る
が
、
後
田
村
本
城
は
他
家
の
抱
地
も
多
か
っ
た
地
域
で
、
恐
ら
く
抱
地
よ
り
の
版
納
と
推
定
す
る
。

(-) 

第
十
九
巻

第
三
号

九

・
農
事
の
進
行
・
貢
租
の
納



い
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
年
内
数
度
は
鹿
児
島
へ
出
府
し
、
或
は
藩
主
の
巡
見
・
藩
庁
諸
役
人
の
廻
勤
・
通
行
に
際
し
て
『
御
機
燎
伺
』

案
内
に
勤
め
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

g
 

以
上
穂
説
し
た
如
く
守
屋
家
は
幕
末
薩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
―
つ
で
あ
る
が
、
家
に
は
数
人
の
下
人
〔
所
謂
デ
カ
ン
・
メ
ロ
〕
を
懺
き
、

又
後
田
村
の
原
野
に
は
自
ら
の
経
営
を
も
つ
下
人
を
附
属
せ
し
め
彼
等
は
事
に
応
じ
て
守
屋
家
に
出
入
し
て
お
り
、
或
は
困
窮
せ
る
農
民
に
「
隙

扶
持
」
を
前
貸
し
て
月
数

H
づ
つ
の
雇
傭
を
な
し
た
の
で
あ
っ
て
、

忙
の
中
に
あ
っ
て
手
作
地
・
山
林
等
を
見
廻
り
下
人
に
諸
種
の
労
働
を
指
令
し
、
ま
た
時
に
自
ら
も
下
人
と
共
に
労
働
に
従
事
し
た
の
で
あ
っ

た
。
以
下
特
に
同
家
の
手
作
経
営
の
内
容
を
解
明
す
る
こ
と
に
努
め
る
。

家
老
・
郡
奉
行
・
御
軍
賦
役
・
宗
門
改
役
・
山
奉
行
・
寺
社
奉
行
・
御
船
奉
行
・
唐
物
御
取
締
見
聞
役
・
諸
検
者
等
々
極
め
て
多
い
。
嘉
永
六
年
に
は

藩
主
斎
彬
自
ら
巡
見
し
、
安
政
四
年
に
は
都
城
島
津
出
雲
、
慶
応
三
年
に
は
東
目
総
吾
島
津
兵
庫
が
巡
見
し
た
。

我
々
が
大
隅
地
方
で
古
老
に
聞
く
処
と
守
屋
家
の
耕
作
日
記
と
で
は
相
違
す
る
こ
と
が
贋
々
あ
る
（
例
え
ば
、
肥
料
・
除
草
・
反
当
収
量
等
）
。
恐
ら

く
上
層
郷
士
と
し
て
の
諸
僅
位
性
が
一
般
郷
士
・
晨
民
よ
り
僅
か
で
は
あ
る
が
一
歩
進
ん
だ
段
階
に
進
め
さ
せ
て
い
た
と
推
察
す
る
。

以
下
文
久
四
年
耕
作
日
記
（
文
久
四
年
二
月
元
治
と
改
元
、
以
下
元
治
元
年
と
し
て
記
述
す
る
）
に
よ
っ
て
、
守
屋
家
の
農
業
経
営
特
に
そ
の
手
作

経
営
の
態
様
を
窺
う
こ
と
入
す
る
。
史
料
の
制
約
上
催
か
一
ケ
年
に
つ
い
て
の
み
し
か
窺
え
な
い
の
は
選
感
で
あ
る
が
、
守
屋
分
家
（
山
栄
舎
）

に
関
し
て
は
天
保
よ
り
文
久
に
至
る
間
の
諸
史
料
が
残
存
す
る
の
で
、
後
日
分
家
の
農
業
経
営
を
解
明
す
る
こ
と
に
依
り
小
稿
の
肉
づ
け
が
出

(48) 

註

(47) 

幕
末
薩
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

（一）

一
、
農
業
経
営
ー
ー
特
に
手
作
経
営

第
十
九
巻

第
三
号

九

J

れ
ら
に
よ
っ
て
手
作
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

舎
人
自
ら
も
繁



第 9表 手作田の構成

所在地[ I面 積

シ ...ツ

自 30回歩千 町

石 原 田 l現在地不明 I10. 
森 之 下 l I 4. 
田中島三角 I畠 竿 I 1. 
東 馬 場 l I 6. 
佐牟田下l13畝之内［ 1. 

カワ

砿l I 氾J 5. 

石ケ崎之下 l畦町 9 、) | 11. 
佐牟田中 I I 10. 
佐牟田頭I I 10. 

押 領 吋悶贔贔 I10. 
寺 田 I三ゲ所，畦町111 10. 
牧原之下前田 I l 8. 
チ長ョウ
ケ 喩I畦 町 3I 4. 

前田村片平 畦11畝町238歩之内 8. 

前田村牛田 地7畝不之明畦内町，現4在 1 2.15 

前田村伏木田 畦7畝町33歩之内
I 
1.15 

と（ヅふメめキ） き 前六浮田免村余り高 4. 

計 I | 135.25 

元
治
元
年
度
に
お
け
る
手
作
地
は
田
約
一
町
三
反
余
、
畑
約
一
町
九
反
余
で
大
体
三
町
一
二
反
の
経
営
規
模
で
あ
り
、
こ
れ
を
表
示
す
る
と
第

9
.
1
0
表
の
如
く
で
あ
る
。
附
図
を
参
照
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
耕
地
は
極
め
て
各
地
に
分
散
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
併
し
大
ま
か
に
云
つ
て

両
河
川
の
合
流
点
近
く
の
低
湿
地
に
実
植
田
が
、
又
前
述
の
両
用
水
に
よ
っ
て
台
地
上
辺
に
植
田
が
開
か
れ
、
畑
は
山
麓
各
地
に
存
在
し
遠
隔

の
も
の
も
少
く
な
か
っ
た
。

①

手

作

地

と

小

作

地

来
る
と
思
う
。
幕
末
薩
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人
日

第
十
九
巻

第
一
―
―
号

九
四



第10表 手 作 畑 の 構 成

幕
末
薩
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

（→ 

第
十
九
巻

第一一一号

所在地l面 積 lI所在地 面 積

供ク 養ヨ 塚 畝1.歩15 森之下 畝1.歩 （田竿）

尾オ 瀬ゼ 那ナ 6. (A群） 城之裏 2. 10 

城ジョ 之 裏 9. 43畝10歩 権現ケ迫 6. 〔現在地不明）

同 上 15. 余八幡馬場地 5.20 

四田之（東上） 12. 同上屋敷 3. 15 (7畝之内）

外屋敷余地 7. (11畝之内）
権現ケ迫 3. 

前田村中牧 4. 

同 上 4. 
(B群） 同村中道 3. 

城之裏道添 5. (2枚）
瀬同戸之村上 1. 15 ) 45．畝

同 上 10. 
びん掛 8. 

丸田牧 11. 

西田之（西上） 12. 城之裏山添 5. 15... 2枚{41畝畝半

権現ケ迫 2.12 
| 同

上 l 桑4.20 

三（古川反之上畠） 

畑
4. 

(C群） 外屋敷 4. (11畝之内）
城之裏 12. 

44畝12歩
役茶 縁屋 敷薗同 上 6. 6. 

中 牧 4. 

計I19427 山下之上 16. (2枚） 総

〔備考〕 A, B, C群は作付交替に関聯する。

九
五

に
よ
る
小
作
関
係
は
大
き
く
評
価
す

た
」
、
「
一
般
百
姓
（
名
頭
・
名
子
）

て
概
ね
土
地
に
魅
力
を
感
じ
な
か
つ

層
と
西
目
狭
郷
地
帯
の
百
姓
を
除
い

原
口
虎
雄
氏
は
「
租
率
少
な
き
士
族

藩
に
於
て
は
収
奪
率
の
苛
酷
さ
か
ら

か
否
か
不
明
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
薩

の
小
作
地
を
す
べ
て
包
含
し
て
い
る

る
史
料
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
が
同
家

ど
手
作
に
つ
い
て
の
み
記
載
し
て
い

も
た
な
い
。
併
し
耕
作
日
記
は
殆
ん

ば
小
作
関
係
は
余
り
大
き
な
比
重
を

表
の
如
く
表
示
さ
れ
、
こ
れ
を
見
れ

耕
作
日
記
に
見
ゆ
る
眼
り
で
は
第
11

同
年
度
の
小
作
地
に
つ
い
て
は
、



／□
〗
冒
｀

（

：

幕
末
薩
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

け

第
十
九
巻

第
一
一
一
号

九
六



(2) 

手
作
に
お
け
る
稲
作
の
態
棟

第 11表
(2) 

幕
末
薩
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

け

所 在 地 I面 積 1 作 人

畝歩
下 之 迫 晶 4. 大迫膝兵衛（郷士？）

八幡馬場屋敷 晶(7 3. 15 下人けさ次郎
畝之内）

誓 チュ中ウ 晶内 99 • 下人小 市（ 、屋敷15.)

道中小森 1I点点is.J 下人助右衡門
役屋敷茶縁園 畠 3. 中宿四郎次

城之裏晶 2. 二＝男而家麻晶に永＝代呉無漑取候納

計 I晶 197. 15 

註 f

o

 

カ せ
ら
れ
た
よ
り
も
、

第
十
九
巻

九
七

①
小
摘
の
脱
稿
近
く
見
出
し
た
も
の
で
、
幕
末
各
年
代
の
耕
作
方
並
所
帯
方
日
記
、
雇

入
者
星
合
並
諸
出
銭
留
、
当
座
銀
銭
出
入
要
用
記
等
々
。
此
等
は
研
究
も
不
充
分
で
、
叉

小
稿
に
取
扱
う
守
屋
本
家
直
接
の
記
録
で
は
な
い
の
で
別
稿
に
譲
り
、
最
小
限
必
要
な
限

り
註
記
す
る
に
と
ゞ
め
る
。
但
し
文
政
九
年
耕
作
見
合
考
記
（
帳
末
欠
）
は
表
紙
に
「
守
屋
氏
平
姓
良
兼
」
の
名
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
彼
は
天
保
三

年
分
家
し
た
こ
と
、
文
中
に
手
作
田
計
一
町
三
反
八
畝
な
る
こ
と
（
分
家
で
は
天
保
年
代
四
乃
至
六
反
程
度
）
、
千
町
田
・
東
馬
場
等
が
耕
作
日
記
と
同

面
積
で
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
本
史
料
は
本
家
の
手
作
に
関
す
る
記
録
に
非
ず
や
と
思
わ
れ
る
。
後
日
の
研
究
に
委
ね
る
。

原
口
、
前
掲
稿
、
二
三
一
頁
。
岩
片
磯
雄
述
、
鹿
児
島
県
農
業
の
歴
史
的
特
質
（
農
業
発
逹
史
調
査
資
料
第
六
一
号
）

む
し
ろ
多
く
は
山
林
と
し
て
経
営
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

仕
事
に
な
つ
て
い
る
の
を
見
る
と
、

第一＿一号

抱
地
・
永
作
等
も
耕
地
と
し
て
開
墾
し
小
作

に
杉
木
場
作
・
杉
差
）
は
農
閑
期
に
お
け
る
下
人

(11
年
雇
・
デ
カ
ン
）
の
重
要
な

か
れ
て
い
る
〕
は
小
市
と
助
右
衛
門
の
二
人
で
あ
る
こ
と
ほ
ゞ
確
実
で
あ
る
か
ら
、

大
体
こ
し
に
表
示
し
た
租
度
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
後
述
す
る
様
に
山
仕
事
（
特

記
に
よ
れ
ば
下
人
〔
年
雇
的
下
人
で
な
く
隷
属
的
小
作
人
、

る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
云
わ
れ
岩
片
磯
雄
氏
も
地
主
・
小
作
関
係
の
展
開
が
他
地

2
 

方
に
比
べ
て
頗
る
遅
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
お
り
し
か
も
安
政
年
代
の
日

『
永
代
下
人
』
と
も
書



立
夏
前
後
日
柄
見
合

『
一
、
中
手
稲
苗
植
之
事

但
四
月
三
日
六
日
苗
蒔
入

先
づ
植
田
（
移
植
田
）
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
前
掲
第
9
表
の
う
ち
千
町
田
以
下
佐
牟
田
下
ま
で
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
本
年
度
の
予
定
を
は
じ

め
に
記
し
た
と
こ
ろ
の
「
元
治
元
年
甲
子
耕
作
案
考
記
」
の
条
に
は
左
の
如
く
見
え
て
い
る
。

(5) (4) 

註

(3) 

幕
末
薩
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

第
一
―
ー
号

高
山
は
明
治
年
代
排
水
事
業
が
成
功
す
る
ま
で
は
湿
田
（
牟
田
）
が
多
く
、
実
植
11
直
播
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
現
在
で
も
す
べ
て
の
老

め

人
の
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。
前
掲
の
如
く
元
治
元
年
に
お
け
る
守
屋
家
の
手
作
田
は
一
町
三
反
五
畝
廿
五
歩
で
あ
る
が
此
の
内
五
反
弐
畝
は
植

田
、
弐
反
は
真
籾
実
植
、
六
反
三
畝
廿
五
歩
が
赤
籾
実
植
で
あ
っ
た
。
手
作
田
の
三
八
％
が
植
田
、
残
り
の
六
二
％
は
実
植
田
（
実
蒔
田
、
ッ
ク
イ
ダ
）

に
あ
た
る
わ
け
で
あ
る
。
植
田
の
方
で
も
千
町
田
の
う
ち
一
反
八
畝
、
森
之
下
四
畝
（
い
づ
れ
も
小
変
裏
作
）
を
除
い
て
は
す
べ
て
一
毛
作
田
で

あ
る
。
尚
畠
稲
（
陸
稲
）
は
作
ら
れ
て
い
な
い
。

排
水
事
業
の
進
展
と
共
に
（
特
に
県
知
事
加
納
久
宜
の
時
代
）
熊
本
県
菊
池
郡
か
ら
精
農
を
県
裁
の
補
助
を
以
て
招
き
こ
れ
を
農
教
師
と
云
っ
た
。
こ

の
後
熊
本
県
の
米
作
法
が
漸
次
普
及
し
た
と
云
う
。
尚
隣
接
す
る
西
串
良
の
排
水
事
業
に
つ
い
て
西
串
良
郷
土
誌
一
九
八
頁
参
照
。

前
註
文
政
九
年
耕
作
見
合
考
記
で
は
、
手
作
田
一
町
三
反
八
畦
廿
三
歩
の
内
苗
植
（
植
田
）
四
反
一
二
畦
九
歩
、
実
植
九
反
五
畦
十
四
歩
で
あ
る
。
薩
藩

内
で
は
広
く
実
植
が
行
わ
れ
た
（
芳
、
前
掲
稿
。
鹿
屋
郷
土
誌
―
一
六
頁
、
西
串
良
郷
土
誌
七
六
ー
七
、
一
九
八
ー
九
頁
、
椰
脇
村
史
後
編
二
二
三
、

七
頁
）
。
舎
人
日
記
に
も
毎
年
各
村
へ
『
田
池
実
植
催
促
』
に
行
っ
た
記
事
見
ゆ
。
明
治
年
代
ま
で
鹿
児
島
県
各
地
に
行
わ
れ
た
。

鹿
児
島
県
は
現
今
で
も
陸
稲
作
付
面
積
全
国
第
三
位
で
あ
り
（
第
廿
六
次
農
林
省
統
計
表
）
、
幕
末
守
屋
分
家
の
諸
記
録
及
明
治
廿
年
代
日
高
曾
之
助

家
の
「
耕
種
一
切
」
等
に
は
多
く
見
る
の
で
あ
る
が
耕
作
日
記
に
は
全
く
見
え
な
い
。
但
し
前
註
耕
作
見
合
考
記
に
は
文
政
九
年
晶
五
反
に
作
付
し
て

い
る
。

け

第
十
九
巻

九
八



内
蒔
入
力
三
四
日
前
種
子
し
め
し

五
月
―
―
一
日

五
月
廿
九
日

式
駄
苗
床
一
二
畦

一
、
万
石
苗

芭
種
か
二
日
目

千
八
百
五
拾
把

三
百
五
拾
把

幕
末
薩
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人 残

（一）

第
十
九
巻

朝

水

落

候

次

郎

同

日

昼

蒔

入

同

人

内

千

五

百

抱

植

付

同

月

十

六

日

朝

足

駄

踏

仁

助

『
千
町
田

一
、
田
―
―
―

六
月
五
日

し

め

し

六
月
七
日
式
人

合
靱
種
子

―‘” 
壱
斗
式
升
下
畦
町

. 
ヽ

/9 

一
、
雑
葉
式
拾
六
駄
四
抱

反六
日
は
め
候
六
人

t
ん
け

人

梅
六
月
二
日
方
四
日
ま
て
手
直
し

清
明
か
穀
雨
之
間
大
根
草
は
め
置
候

E 

子
二
月
廿
九
日
は
め
候

一
、
大
根
草
九
駄

右
苗
三
畦
床

一
、
万
石
壱
斗
四
升

壱
斗
三
升

同
月
廿
五
日

1

1

一
斗
九
升

三
月
十
四
日

第
三
号

次
に
一
例
と
し
て
千
町
田
三
反
に
つ
い
て
の
記
録
を
掲
出
し
て
み
よ
う
。

中
畦
町

上
畦
町

仁

助

番

九
九



れ
ら
は
下
人
の
労
働
に
よ
っ
て
い
る
。

そ
の
他
の
田
に
つ
い
て
も
同
様
の
記
載
が
あ
る
わ
け
で
以
下
表
を
掲
示
し
つ
上
考
察
を
進
め
よ
う
。

先
づ
苗
代
は
第
12
表
の
如
く
で
あ
っ
て
本
田
一
反
に
つ
き
約
一
畝
の
割
合
で
極
め
て
広
く
、
千
町
田
・
石
原
田
・
田
中
島
三
ヶ
所
に
作
っ
て
お

デ

n
ン

り
二
月
末
・
三
月
初
に
一
畝
に
つ
き
三
駄
の
割
合
で
大
根
草
を
は
め
苗
代
の
準
備
を
な
し
、
蒔
入
の
前
日
に
は
足
駄
（
田
下
駄
）
踏
を
し
て
い

る
Q

―
―
一
月
中
旬
千
町
田
に
万
石
、
石
原
田
に
畦
餅
、
田
中
島
に
四
徳
の
種
籾
を
蒔
入
れ
、
大
体
本
田
一
反
に
つ
き
種
籾
一
斗
二
升
乃
至
一
斗
五

，
 

升
と
い
う
多
量
の
播
種
量
で
あ
る
。
併
し
下
種
よ
り
蒔
入
ま
で
が
三
•
四
日
間
の
短
時
日
で
あ
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
こ

千

メ．

一
、
藁
―
一
拾
四
駄
拾
四
駄
一
云
一
把
二
成

千

メ
式
拾
五
表
壱
斗
六
升

一
、
式
番
本
擾
一
反
五
畦

一
、
仕
落
万
石

人
数
一
二
拾
壱
人

式
拾
九
表
壱
斗
七
升

九
月
十
一
日
か
廿
六
日
迄

壱
反
式
畦
廿
六
日
朝
仁
助
次
郎
善
助

七
月
廿
一
一
一
日
朝
凸
て
さ
い

ふ

げ

お

花

一
、
壱
番
本
か
き
済

-
‘
鮪
骨
粉
一
一
一
斗
も
み
付
式
人
右
人
数
之
内
i

七
月
三
日
朝

一

、

植

方

拾

式

人

六
月
八
日

幕
末
薩
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

八
十
二
日
目

た
け
ね
て
さ
い

日

乙
善
太
郎

同
月
廿
七
日

水

浅

包

次

郎

第
十
九
巻

第
一
＿
一
号

E 

1
0
0
 



第］2表苗 代 （表中の人数は原史料の人数を掲示。必ずしも 1日の労慟量を示すものでない。以下の表も同じ）

播種量
種水 取備所在地 面積 大根草はめ 浸 種

苗坪代当 1 本反当田
足駄踏 播 落 水 包 苗 考

い3づ月れ14も日 千町田3反ニ

閉、
3万斗9石升 ふ 替.'

6月7日， 2人

千町田 9駄 植付 (1,500把）
1,850把

3月16日 3月25日 3月27日 350把残

） 2月29日 昼 朝
2人 1人 1人 1人 6月8日， 2人 石原田 1反ニ

畦餅
3月16日

石原田 1 ノ 3駄 5. 1.5 朝 560把 植付（5①把）
1斗5升 1人 60把残

3月1日朝 3月17日 3月28日
5月12日朝， 3人 森之下 170把

田中島
1人 四徳 田中開島 40把

1 5. 1.25 昼 同上夜 6月9日朝， 3人 佐牟田 51把

3駄 1斗5升 1人 1人
東馬場 268把

539把 1喝残

磁 ~ 1謳竺1く報' 1報竺ゞ卜+:（謳る暉）区廷RギQ臆やVA内瑯試茶軍しヒや硲0#,..IJ1打ぃ°
S 讃荊Q国翌＃..fi'Qやg,.革心翠ぐ如心が＃..fi'Qや藻11又ばヤ,.話 1又く中゚ iJ共竺柑足「醤竺念」旦正今心共’逹足七揺呈曲 1

又団ヤ暉Q庄溢QヂQチ硲0,.淑如竺祖且実r<Q抵以庄2＆共＃王°舘’成傘糾忠想志謳’歯等訃紘蕪’田←謳Q賽嗚醗゜

芭 晦Q唱螂竺碑択ヤ割中瓢'm恒唄腔磁やヂ蛉賽’延,...),.作幽絲や廷沢迫竺嘩母+苔田址廻恙心共＃ （舟I-<m温）， 1K率峙起中條や

繰択11襖隷,-lQ蛸謙蕊細-'Jト<エ 嬌t.f!鞄摯111Djl¥ 1 0 1 



―
‘
”
 八

幡
馬
場
余
地
子
―
―
一
月
五
日
蒔
入
仁
助

五
畦
式
拾
五
歩

三
畦
拾
五
歩

一
、
黒
大
豆
種
子

式

ヶ

所

八
升
五
合

一
、
出
来
雑
葉

六
駄
壱
把

（
同
右
）

同
所
屋
敷
七
畦
之
内
東
”
”
同
人

子
六
月
五
日
四
ッ
過
か
け
さ
次
郎
さ
い

一
、
畠

一
、
出
来
雑
葉

拾
四
駄

子
六
月
一
-

l

日
か
五
日
迄
人
数
三
人

＝ 

雑

葉

蒔

入

れ
た
も
の
が
夫
々
の
田
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
事
情
が
窺
え
る
。
即
ち

け
さ

第一――号

も
万
石
を
数
年
植
え
て
い
る
。
＿

天
保
年
代
守
屋
分
家
で
も
大
凡
本
田
一
反
当
り
一
斗
―
-
•
三
升
見
当
で
あ
る
（
耕
作
所
帯
方
日
記
）
。
尚
、
苗
代
が
広
い
た
め
坪
当
り
四
ー
五
合
に
な
っ

て
お
り
、
肝
属
郡
で
は
最
近
も
四
ー
五
合
が
九

0
％
を
占
め
た
（
昭
和
十
六
年
、
農
作
業
慣
行
調
査
）
。

本
節
第
四
項
参
照
、
尚
守
屋
分
家
で
は
天
保
ー
文
久
年
代
下
種
よ
り
蒔
入
ま
で
六
—
十
日
で
あ
る
。

本
田
の
準
備
に
つ
い
て
は
、
耕
作
日
記
に
ぱ
そ
の
記
載
を
欠
く
が
舎
人
日
記
に
は
或
租
度
録
さ
れ
て
い
る
。
古
老
は
秋
耕
を
全
く
し
な
か
つ

た
と
云
う
け
れ
ど
も
日
記
に
は
二
、
三
秋
耕
の
記
事
を
見
る
。
併
し
一
般
的
に
は
三
月
—
五
月
に
鋤
方
（
壱
番
鋤
方
、
式
番
鋤
方
）
田
地
打
起
・
荒

く
れ
割
・
田
よ
み
方
等
の
文
言
見
え
〔
或
は
広
く
田
池
下
地
或
は
下
地
掠
の
文
言
を
使
つ
て
い
る
。
整
地
に
至
る
ま
で
の
一
切
の
作
業
を
指
す
〕
、
此
の
間
数

ゾ

バ

ゾ

ペ

デ

ッ

1

度
の
『
草
は
め
』
を
し
て
お
り
、
元
治
元
年
に
も
雑
葉
（
雑
葉
大
豆
）
•
取
草
・
大
根
草
を
は
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
次
の
各
畠
に
於
て
刈
ら

(10) (9) 

幕
末
薩
藩
瑯
士
の
農
業
経
営
と
下
人

H

第
十
九
巻

1
0
 



ヽ

II 

黒
大
豆
種
子

幕
末
廠
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

メ

六
畦

壱
斗
九
升

メ

畠

式

反

壱

畦

五

歩

一
、
黒
大
豆
種
子

G
E
右
）

役
屋
敷
茶
縁
薗
”
”
昼
蒔
入
同
人

~
 

ヽ

II 

六
畦

（
閉
右
）

権
現
ヶ
迫
”
”
六
日
朝
蒔
入
同
人

（→ 

式
把

第
十
九
巻

田

中

島

式
駄

佐

牟

田

七
駄

森

之

下

七
駄
式
把

石

原

田

内
式
拾
六
駄
四
把

メ

雑

葉

取
草

一
、
取
草
式
駄
式
把

子
六
月
六
日
朝
半
け
さ
き
く
さ
い

子
六
月
二
日
三
日
三
人

子
五
月
廿
七
日

一
、
出
来
雑
葉

五
升
式
合
五
勺

一
、
出
来
雑
葉

一、

黒
大
豆
種
子
五
升
式
合
五
勺

四
拾
三
駄
四
把

こ
れ
ら
の
『
草
ほ
め
』
は
多
大
の
労
働
を
要
し
、
下
人
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
。

田
植
は
播
種
後
約
八
十
日
後
の
六
月
八
ー
十
日
に
し
て
お
り
、
下
人
の
ほ
か
家
族
・
加
勢
人
が
参
加
し
て
い
る
。
田
植
の
際
に
鮪
骨
粉
を
反

菩
助

千

町

田

拾
四
駄
三
把

六
駄
四
把
ら
兌

と＝a

第
三
号

I
O
I――
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第 13表 稲田（草はめより本撥まで）

田 面積I草 は め I 田 植 1追肥 1 香本播I2 番 本 播

畝 6月5,6日， 6人 6月8日，植方12人 鮪骨粉 7月3日朝済 1反5畝・・ 7月23日朝， 4人
千 町 田 30. 

雑葉 26駄4把 万石 1,500把 3 斗 5人 1 反 2 畝•• 7月26日朝， 3人

5 月晦64日朝駄日， 1人 苗46月人床，下8地畦日餅I,‘植500方迄把
同上

石 原 田 10. 雑6草月 I , I 人 7月3日
I 斗

6月2日． 2人 6月9日昼， 5人 1同上 6月27日半昼 7月24日半昼，6人
森 之 下 4. 

取雑草葉24 駄駄24 把把
四億 17Qt巴 4 升 2人 （／夫2人トアリ）

6月9日， 2人 6月10日朝， 4人 同上 6月27日昼 I刻
田 中 島 1. 

雑葉 4把 四億 40t巴 1 升 2人

6. 油苗5取粕月粉1t2植6日升朝方馬迄5糞人5交人，肥半136俵，日2差683把人植
6月20日朝 4畝・・・・ 7月24日半昼， 5人

東 馬 場
3人 2畝・・・ •同25 日朝， 1人

佐牟田下
6月6日， 1人 6月10日朝， 4人 同 2上合16月27日昼 1刻

I. 
雑葉 2駄 四篠 51把 1升 2人

ャ¥'MH 
苅 1オ幽抱<#ドニ心Q竺俎悸⇒ドヨるぐい゜擬腕賓Qr{竺ば=+11Dl（御麒忍ば＋}tjDl) 旦苺謎~1＜古’戦擦{湿k11(羞N
c e 
謬蕊』忍回麒郎『挺快』心,..J¥---'勾的訊心熙田竺宦＆みや壮今゜製0姐配計痣思ヤQ華旦硲ド心菜＃eゃ埒0足



つ
て
、
「
耕
作
案
考
記
」
の
条
に
は
、

0
＾

メ

キ

）

実
植
田
（
ッ
ク
イ
ダ
）
は
前
掲
第
9
表
の
う
ち
河
路
以
下
「
と
ふ
め
き
」
に
至
る
も
の
が
夫
れ
で
あ
る
。
稲
の
品
種
は
赤
晩
稲
及
赤
籾
で
あ

『
一
、
晩
稲
実
植
之
事

(16)(15)(14}(13) (12) 

註

(11) 

モ

t
ヵ

そ
の
後
六
月
末
・
七
月
初
に
壱
番
本
掻
き
、
七
月
末
に
弐
番
本
掻
き
が
行
わ
れ
る
。
『
本
掻
き
』
ほ
除
草
で
あ
る
が
、
除
草
と
共
に
稲
株
の
根

も
と
を
掻
き
廻
す
（
分
菓
を
促
す
た
め
）
故
に
此
の
名
が
あ
る
と
云
う
。
そ
の
他
に
つ
い
て
は
記
載
が
な
く
、
以
下
収
穫
の
記
事
に
な
っ
て
い

る
が
、
収
穫
に
つ
い
て
は
後
に
実
植
田
と
共
に
考
察
す
る
こ
と

4
し
て
、
以
下
実
植
の
状
況
を
見
て
み
よ
う
。

次
節
参
照
（
舎
人
日
記
、
安
政
五
年
十
月
七
日
・
ナ
一
日
・
十
七
日
・
廿
一
日
・
廿
二
日
）

尚
「
勧
農
方
吟
味
之
次
第
」
（
樋
脇
村
史
後
篇
ニ
ニ
五
頁
）
に
左
の
如
く
見
ゆ
゜

『
一
、
田
壱
番
打
之
事
一
、
同
畦
塗
之
事

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

但
秋
田
作
り
作
人
中
吟
味
に
は
寒
中
悪
敷
立
春
よ
り
宜
敷
と
の
事
』

舎
人
日
記
に
は
畦
塗
の
記
事
全
く
な
し
（
古
老
は
明
治
年
代
で
も
余
り
し
な
か
っ
た
と
云
う
）
。

代
擢
き
（
特
に
植
代
）
の
こ
と
を
「
よ
み
方

r
「
田
を
よ
む
」
と
云
う
。

野
村
伝
四
著
、
大
隅
肝
属
郡
方
言
集
（
全
国
方
言
集
二
）
ー
ニ
七
頁
。
肥
料
に
す
る
大
豆
。

普
通
、
・
セ
ン
ダ
ソ
・
ア
オ
ギ
リ
・
ニ
ワ
ト
コ
の
葉
・
タ
バ
コ
ガ
ラ
が
用
い
ら
れ
た
。

差
植
は
補
植
の
こ
と
で
あ
る
が
こ
4

で
は
意
味
不
明
。

'

後
述
の
如
く
石
ケ
綺
之
下
に
芽
差
（
補
植
）
。
或
は
文
久
元
年
分
家
で
は
『
苗
七
拾
五
把
内
五
拾
一
二
把
守
屋
舎
人
殿
か
貰
』
と
見
え
る
（
耕
作
方
井
所
帯

方
日
記
）
な
ど
。

幕
末
薩
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

（一）

但
三
月
晦
日
立
夏
ヶ
四
月
十
六
日
小
満
ま
て

第
十
九
巻

第
一
ー
ー
号

1
0
¥
t
¥
 



、、

升

ヽ赤

晩

稲

七

-1
一
月
晦
日
し
め
し

―
―
一
月
七
日
昼
は
め
侯
仁
助
菩
助

一
、
大
根
草
五
駄

四
月
五
日
昼
作
入
次
郎
太
郎
筈
太
郎

一
、
地
交
立
拾
表

内
風
呂
屋
下
交
肥
六
俵
半
灰
三
俵
半
種
子

一
、
四
月
八
日
水
包
候
番

朝
下
人

一
、
壱
番
草
取
済
子
五
月
廿
四
日
昼
履

一
、
式
番
草
取
済
七
月
九
日
昼
九
人

十
一
月
廿
二
日
善
助
仁
助
太
郎
薔
太
郎

一
、
刈
稲
六
駄

十
一
月
廿
三
日
人
数
式
人

一
、
仕
落
赤
晩
稲
四
表

千―
-
f
一
二
表
一
一
一
斗
式
升

一
、
喋
四
駄

（
人
名
中
、
ふ
て
は
舎
人
の
子
常
磐
の
妻
、
仁
助
・
蓄
太
・
次
郎
・
太
郎
・
番
・
け
さ
次
郎
等
は
文
久
三
、
慶
応
元
年
に
下
人
と
し
て
見
ゆ
。
）

『
河
路(Ill) 

一
、
同
五
畦

人人

巨

四
月
廿
五
日
朝
作
入
仁
助
太
郎
け
さ
次
郎
は
つ
四
人

一
、
地
交
立
式
拾
表

内
馬
糞
交
肥
拾
一
一
一
表
灰
七
表
種
子

一
、
五
月
十
日
水
包
候
仁
助

一
、
草
瑕
済
七
月
五
日
朝
ふ
て
さ
い
乙
け
さ
き
く
ふ
げ
太
郎
／
六
人

一
、
水
落
候
子
八
月
十
日
屁
太
郎

九
月
晦
日
ふ
て
け
さ
い
せ
善
助
け
さ
次
郎
仁
助
蓄
太
郎

一
、
仕
落
赤
靱
四
表
九
升

干
―
―
/
―
―
一
表
一
二
斗
壱
升

一
、
蒔
六
駄
干
菩
助
筈
太
郎

千
―
―
／
一
―
-
駄
四
把
子
十
月
十
一
日

(
I
B
)
 

一
、
同
壱
反

仁
助
菩
太
郎

四四赤ヽ
月月
廿廿靱ヽ
四ー
日日
式

上し斗
ケめ四
候し升

幕
末
薩
藩
瑯
士
の
農
業
経
営
と
下
人

一
、
赤
靱
実
植
丼
大
豆
畠
稲
作
入
之
事

と
あ
る
が
、
実
際
の
例
と
し
て
河
路
五
畝
（
赤
晩
稲
）

但
四
月
十
六
日
小
満
か
五
月
二
日
芭
種
ま
て
』

（一）

と
佐
牟
田
中
一
反
（
赤
椋
）
の
記
録
を
掲
出
し
て
み
よ
う
。

『
佐
牟
田
中 第

十
九
告

第一＿一号

1
0
六

ヒ



（→ 

渡
し
、
そ
れ
に
乗
っ
て
実
植
し
た
の
で
あ
っ
た
。

赤
叙
実
植
四
反
見
当
交
概
候
子
四
月
廿
六
日
朝

一
、
牛
馬
糞
八
拾
表
竹
灰
九
表
京
肥
丹
荷
七
ツ
小
便
少

而
し
て
こ
れ
ら
を
コ
＝
ジ
ョ
ケ
（
シ
コ
ケ

は
ザ

ル
の
こ
と
）
に
入
れ
、
足
駄
を
踏
み
或
は
唐
竹
（
数
本
を
結
び
筏
様
に
す
る
）
・
杉
の
長
木
を
田
に

実
植
後
、
種
靱
の
流
動
を
防
ぐ
た
め
数
日
を
経
て
水
を
掛
け
て
お
り
、
五
月
末
か
ら
七
月
初
ま
で
に
除
草
（
壱
香
草
取

・
式
番
草
取
、
赤
靱
は
殆

幕
末
薩
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人

（中

略
）

意
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
左
の
如
く
見
え
る
。

善
太
郎

『
真
粗
実
植
田
式
反
子
三
月
廿
―
―
一
日
朝
善
助
善
太
郎

8
 

1

、
つ
ぶ
き
肥
三
拾
表
程
京
肥
丹
荷
式
ッ
入

c 

第
十
九
巻

1
0
七

実
植
田
全
部
に
つ
い
て
表
示
す
れ
ば
第1
4表
の
如
く
な
る
が
、

赤
晩
稲
は
三
月
晦
日
に
浸
種

、

四
月
五
•

六
日
に
実
植
し

、

赤
籾
は
四
月
六
日

一
旦
上
げ
て
後
い
づ
れ
も
数
日
を
経
て
実
植
し
て
い
る
か
ら
恐
ら
く
催
芽
を
見
て
か
ら

よ
り
四
月
末
ま
で
の
間
に
夫
々
―
―
―
ー
五
日
間
浸
種
し、

実
蒔
し
た
と
思
わ
れ
る
（
開
取
で
も
然
り
）。

赤
晩
稲
は
一
反
に
対
し
種
籾
一
斗
二
升
乃
至
五
升
で
移
植
田
と
播
種
量
に
つ
い
て
差
異
は
認
め
ら

れ
な
い
が
、
赤
籾
は
一
反
に
対
し
実
に
二
斗
四
升
乃
至
二
斗
六
升
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

マ
ゼ
ゴ
エ

実
植
は
そ
の
当
日
早
朝
に
タ
ネ
マ
ゼ
を
し
た

と
云
わ
れ
、
耕
作
日
記
に
は
地
交
立
何
俵
と
録
さ
れ
る
如
く
、
交
肥

・
灰

・
牛
馬
糞

・
京
肥
（

況

下
肥
？
）
等
と
種
籾
を
混
ぜ
一
反
に
つ
き
大
体
二
十
俵
を
標
準
と
し
て
い

る
。
明
治
年
代
に
も

「
一
畦
に
つ
き
ク
プ
キ
（
コ
＝
ク
プ
キ
）
二
俵
」

を
標
準
と
し
た
と
い
う
か
ら
、
耕
作
日
記
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
俵
数
も
恐
ら
く
コ
＝
ク
プ
キ
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
右
の
交
肥
は
既
に
前
以
て
用

第
一
―
―
号
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第 14表 実植田（草はめ～草取）

所 在 地 草はめl浸 種 I 実 植 水包ミ 濱草取 I 2番草取 I 
河 路

3月7日昼
3月晦日

地種（4風月交子呂立）5屋日下昼IOI交、表肥36人俵半、 灰引表半、
4月8日

5月24日朝、

2人 下人 3人 7月9日昼 5人
(5畦）

大根草5駄 赤晩稲 7升 1人
同昼、雇3人

石ケ崎之下 l 3月ぶ9日昼 3月晦日 4月6日朝、 6人 5月28日3人 6月26日昼 3灸人
( 1 反 1 畦） 大4 草把

7月2日 4
地交立 24俵 同 上

3 日朝昼 4 赤晩稲1斗3升
（風呂屋下交肥'18俵、灰6俵、種子）

（但5畦ノミ） 4日 6

佐牟田中 4月21日 4月25日朝、 4人
5月10日

(1反）
赤靱2斗4升 地交立 20i表 7月5日朝 6人

4月24日上ゲ （馬糞交肥13俵、灰7俵、種子）
1人

佐牟田頭 4月21日 4月27日朝、 5人 7月5日朝 7人

(1反）
赤籾2斗4升 地交立勾俵 同 上

4月24日上ゲ （交肥13俵、灰7俵、種子）
6日朝 4人

押 領 寺
4月24日 5月2日朝、 5人 5月16日 7月7日昼 6人

(1反）
赤靱2斗4升 地交立 1祝枝 8日朝 3人

4月28日上ゲ （馬糞交肥12俵、灰6俵、種子）
1人

半昼 4人

寺田：：：：ケ所 4月24日 5月3日朝、 5人 7月6日昼 4人

(1反）
赤籾24升 地交立 19俵 同 上

4月28日上ゲ （馬糞交肥3俵、灰6俵、種子）
7日朝 7人



← ヽ
,． 

、'牧原之下前田 4月10日 4月17日朝、 4人 4月28日 7月8日朝昼一刻 4人人人
9日 5

ノ
赤籾2斗 地交立 1確良 ． 同昼一刻 6

(8畦） 4月14日上ゲ （交肥9俵、灰6俵、種子）
1人.

(/ 8人）

長 ク 原
4月10日 4月17日昼、2人

赤籾 l斗 地交立 8俵 同 上 草取済トノミアリ
・(4畦） 4月14日上ゲ （交肥5俵、灰3俵、種子）

.. 

前 田村片平
4月6日 4月11日朝、4人 4月14日 2 畦 ・ ・ ・• 6月25日昼半、4人
赤靱2斗 地交立 16俵

(8畦） 4月8日上ゲ （交肥12俵、灰4俵、種子）
1人 6 11 • • • • 7月11日、 3人

前田村牛 田
' ' 4月 6日 4月II日昼半余、4人 7月11日昼半 1人

~. 赤籾6升5合 地交立 5俵 同 上
(2畦15歩） 4月8日上ゲ （交肥3俵、灰2俵、種子）

12日 1人

前田村伏木田
4月6日 4月11日昼一刻

~ン·

赤籾3升5合 地交立 3俵 同 上 7月II日 1人
(I畦10歩）

4月8日上ゲ （交肥2俵、灰 1俵、種子）

前田村とふめき 3月晦日
4月5日朝、3人

4月8日
地交立 8俵 6月25日 4人

(4畦） 赤晩稲5升
（交肥5俵、灰3俵、種子）

1人

g 
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さ
て
以
上
考
察
し
て
き
た
植
田
・
実
植
田
共
に
そ
の
収
稜
に
つ
い
て
表
示
す
れ
ば
第
15
表
の
如
く
な
る
。
収
極
の
過
程
を
仕
落
と
言
い
、
狭

義
に
は
脱
穀
の
こ
と
を
一
云
つ
て
い
る
が
、
そ
の
労
働
は
殆
ん
ど
下
人
（
年
雇
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
他
に
家
族
（
女
）
・
加
勢
が
参
加
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
実
植
田
の
刈
取
は
足
駄
を
踏
ん
で
行
わ
れ
稲
束
を
牟
田
地
帯
か
ら
連
び
出
し
乾
燥
し
た
。
併
し
赤
籾
は
刈
取
っ
て
直
ち
に
脱
穀
し

た
ら
し
く
耕
作
日
記
で
は
『
朝
刈
入
昼
仕
落
』
と
な
っ
て
い
る
。
舎
人
日
記
か
ら
も
一
例
を
挙
ぐ
れ
ば
、

(25) {24) (23)（22) (21) (20) (19) (18) 

註

(17) 

幕
末
重
藩
鄭
±
の
農
業
鑑
営
と
下
人

第―――号

に
水
を
落
し
た
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
（
移
植
田
・
実
植
田
と
も
に
八
朔
を
期
と
し
て
落
水
す
る
。
実
際
は
そ
れ
よ
り
少
し
遅
れ
た
と
古
老
談
）
。

赤
晩
稲
は
収
襲
の
総
計
（
第
15
表
参
照
）
で
は
真
靱
の
中
に
算
入
さ
れ
て
い
る
（
耕
作
案
考
記
に
は
晩
稲
と
の
み
見
え
る
）
。
分
家
の
記
録
に
も
「
赤

お
く
て
」
見
え
、
殊
に
赤
籾
は
累
年
見
ゆ
。
し
か
も
安
政
七
ー
文
久
三
年
で
は
実
植
地0品
桓
•
石
之
子
・
弥
稲
）
と
赤
籾
地
と
に
区
別
さ
れ
、
赤
籾

は
最
も
条
件
の
悪
い
土
池
に
作
ら
れ
た
ら
し
い
。
日
高
曾
之
助
家
の
嘉
永
六
年
万
覚
横
折
に
も
赤
籾
見
ゆ
。
尚
、
赤
米
に
つ
い
て
は
県
史
第
二
巻
一
―

-1̂

六
頁
。
大
崎
町
史
三
五
四
頁
参
照
。

こ
の
ほ
か
明
治
ニ
・
一
二
十
年
頃
の
実
植
を
述
べ
た
竹
田
旦
、
種
子
島
の
稲
作
習
俗
（
民
間
伝
承
十
六

ノ
―
―
―
)
は
参
考
に
な
る
。

守
屋
分
家
で
も
安
政
七
ー
文
久
＿
―
-
年
で
は
一
反
当
り
、
二
斗
乃
至
二
斗
一
1

一
升
（
耕
作
方
井
所
帯
方
日
記
）

仝
家
の
記
録
に
は
地
肥
又
は
地
蕊
何
俵
と
録
さ
れ
る
。
地
交
立
も
こ
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

京
肥
に
つ
い
て
は
笠
野
原
の
田
中
栄
熊
翁
か
ら
「
キ
コ
ウ
ゴ
子
も
オ
ケ
ゴ
ェ
も
同
じ
、
人
糞
の
肥
の
こ
と
」
と
聞
い
た
ほ
か
、
古
老
か
ら
開
き
得
ず
。

ダ

ゴ

併
し
、
次
掲
の
史
料
に
も
あ
る
如
く
京
肥
は
必
ず
丹
荷
（
桶
）
幾
ツ
と
あ
り
或
は
「
小
便
少
」
な
ど
と
あ
り
、
恐
ら
く
下
肥
に
誤
な
い
と
推
定
す
る
。

大
隅
地
方
特
有
の
カ
マ
ス
。
野
村
伝
四
、
前
掲
書

―
二
三
頁
参
照
。

つ
ぶ
き
と
は
鹿
芥
・
下
水
な
ど
を
溜
め
る
た
め
に
屋
敷
内
に
掘
っ
た
窪
所
。
こ
れ
か
ら
掘
上
げ
た
も
の
が
つ
ぶ
き
肥
で
あ
る
。
以
前
は
台
所
の
流
し
の

下
に
も
掘
り
、
川
岸
の
泥
土
を
入
れ
て
置
き
使
い
水
や
灰
が
そ
の
中
に
落
ち
る
様
に
し
た
と
も
云
う
。

「
芽
が
針
を
立
て
た
位
に
な
っ
た
頃
水
を
掛
け
た
」
と
古
老
餃
゜

明
治
年
代
で
も
ト
ボ
ジ
は
除
草
す
る
こ
と
少
な
か
っ
た
と
古
老
談
。

日

第
十
九
巻

―-
0
 



第 15表

所在地 面積 稲刈月比人数 刈稲数 仕落月日、人敵 仕落籾収俎 I千上靱収叫藁収誠 i干 藁 収 量
俵斗升欝芝 俵斗升7 翡把

千晨 町田 9月10I I日～26日31人 万塁石 29. I. 25. 1. 6 1 4 駄月31 把0 日
之原 下田

10. 月2日 10人 畦 12.o. 2 10. 2. 4 II. 10,  2人 7駄
4. 9月24日 6人

佐塁牟盟田且下

I. 10月28日
6. 100 月月2 8 日 6人
i. 1 21l日

河石佐ケ牟綺田之下路中
5. 11月勾2n日？日 140人人 駄64駄把I I I月23日 2 人人
I I. II月 II 11月25,26日3
10. 9月晦日 7人

寺佐押牟領田顕寺田
to. 190月月 1 日 校10. 月28日
10. 

前牧長原ケ之下
8. 9月8日 7人

田村片平際
4. 9月5日初3人 3駄 9月5日朝5 
8. 8月26日人

II 牛田 2.15 { 8 月2 5 日 3 人人
9月5日朝2 2駄1駄1把

8月25日・ 1人人
9月5日昼2

” 伏木田 1.10 8月25日 3人 3駄 8月25日 1人

IIとふめき 4. 11月 1日朝4人 2駄4把 11月2日 1人

計 仕落籾 91俵 1斗 l升

＊万石•四鑢・ま澁湿の計である。原史料のま叶掲示

輪恢●●●+0鴫●蠣鯛Jトくエ

四 6.o. 9 5. 1. 5 6. 3駄

四四四 徳徳徳

O. I. 5 o. 1. 3 0.5 
3. 3. I 3. 2. 6 4.1 
o. I. 4 O. I. 2 0.4 

赤赤赤晩晩稲稲靱
4. o. 0 3, 3. 2 4. 
ら． 2.0 6. I. 7 10. 
4. o.'7 3. 3. l 6. 10月11日、 2人，3駄4把

赤赤赤 靱靱籾
5. 1. 0 4. 3. 3 5.3 

10月11日、 2欠舟3誓駄4. 3. 0 3. 2. 9 6.0 10月8日、 2,
4. 3. 1 4. 2. 0 6.1 10月8日、 2人，

赤赤赤 籾籾叙
4. 1. 0 1. o. 0 5.2. 9月15日、 1人， 3駄
1. 2, 0 1. 1. o 
1. o. 0 o. 3. 2 

赤赤 籾籾
o. o. 55 o. o. 5} 
o. 1. 3 O. I. l 

赤籾 o. 2. 3 o. 2. 0 
ヽ ~

赤晩稲 1. 2. S 1. 2. 2 

｛靡眉籾 26.1. -8 24. 2. 2 | 
12. 0, 2 10. 2. 4 82俵2斗4升

哀＊52.2. 6 47. I. 3 

邊＋ボ攀蟻II＼ゆ 1 1 1 



第 17表 第 16,表

` : I面 積 I米 収 量
晟歩 斗

千 町 田 万石 44.55

石 原 田 10. 畦餅 18.7

森 之 下 4. 四循 .9.5

田 中 島 1. II 0.65 

東 馬 場 6. I " 6.55 
佐牟田下 1. /9 0.6 

河 路 5. 赤晩稲 6.85 

石ケ綺之下 11. II 11.35 

前田村とふめき 4. " 2.85 
佐牟田中 10. 赤籾 6.8 

佐牟田頭 10. II 8.65 

押 領 寺 10. II 6.7 

寺田三ケ所 10. " 8.0 
牧原之下 8. /9 7.0 

長 ケ 原 4. II 2.55 

前田村片平 8. II 6.85 

/9 牛田 2.15 " 0.8 
/9 伏木田 1.10 II 1.0 

計 13525 | 149.95 

~; 

［品種l倍率
石

餅

徳

万

畦

四'
|

”

|

、

田

田

下

島

場

下
田牟

原

之

中

馬

石

森

田

寅

佐

千 町 22.8 

｀ 24.9" 

23.1 

河 路赤晩稲 19.6.

石ケ崎之下 ／9 17.5 

とめふき ／9 11.4 

佐牟田中 1赤籾

佐牟田頭

寺領押

寺

II 

II 

/9 

II 

5.7 

7.2 

5.6 

田

牧原之下
I 

長ケ原 ／, . I s.1 

前田村片平 ” 6.8 
”・牛田 ”.. I 2.s 
”伏木田 よ／9 5.7 

-•一，-

6.7 

7.0 

幕
末
麿
藩
瑯
士
の
農
業
経
営
と
下
人

（→ 

あ
る
Q

種
毎
に
反
当
収
量
を
出
す
と
第
18
表
の
如
く
な
る
の
で

一
俵
は
三
斗
五
升

次
に
干
上
げ
の
五
合
摺
と
し
て
各
田
毎
に
米
収
量
を

-1—-（下入
）
、
‘
‘
、
、
、

26

『
一
、
（
前
略
）
三
太
郎
正
八
朝
赤
籾
刈
昼
仕
落
二
而
候
事
』

を
掲
出
し
た
も
の
で
植
田
も
低
率
で
あ
る
が
、
植
田
よ

り
も
実
植
田
が
低
劣
で
、
就
中
赤
籾
が
裔
く
べ
き
低
率

を
示
す
。

第
16
表
は
種
籾
に
対
す
る
様
収
量
（
千
上
）
の
倍
率

う゚
と
あ
り
、
古
老
も
「
赤
米
は
脱
穀
し
易
か
っ
た
」
と
一
k

第
十
九
巻

第
一
一
一
号

算
出
す
る
と
第
17
表
が
得
ら
れ
る
。

、
•. 
‘
 

7
 
2
 

入
で
あ
り
、
桝
に
つ
い
て
は
舎
人
日
記
に
依
り
京
桝
で

ノヽ8
 
2
 

あ
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。
但
し
、
薩
藩
で
は
六
尺
五

）
 ，
 

2
 

寸
竿
が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
一
反
は
現
在
の
約
一
反

⑳
 

二
畝
に
あ
た
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
れ
を
換
算
し
て
各
品



（改） (29) (28) 第 18表 反当収量

計
算
で
も
三
斗
五
升
で
あ
る
。

明
治
二
年
九
月
廿
八
日
の
条
「
桝
之
寸
法
」
あ
り
、
一
升
、
ヒ
四
寸
九
分
プ
ニ
寸
七
分
と
あ
り
京
桝
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
他
に
一
合
、
ヒ
ニ
寸
二
分

七
リ
・
フ
一
寸
二
分
五
リ
よ
り
斗
桶
、
ロ
一
尺
一
寸
五
分
底
一
尺
五
分
・
フ
六
寸
七
分
八
リ
ま
で
種
々
害
か
れ
、
い
づ
れ
も
一
升
桝
を
基
準
と
し
て
い

る
。
十
月
朔
日
に
は
「
酒
桝
之
寸
法
」
あ
り
。
開
取
で
も
酒
桝
が
別
に
あ
っ
た
以
外
に
特
種
の
慣
行
桝
は
無
し
と
云
う
。

列
朝
制
度
巻
之
五
十
四
、
租
税
問
答
（
近
世
地
方
経
済
史
料
第
二
巻
四
九
五
頁
）
、
鹿
児
島
藩
租
額
事
件
（
近
世
社
会
経
済
叢
害
第
四
巻
一
六
九
頁
）
。

薩
藩
に
限
ら
ず
九
州
諸
藩
で
は
六
尺
五
寸
或
は
六
尺
三
寸
竿
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
隈
t

見
る
所
で
あ
り
、
尚
研
究
を
要
す
る
。
福
岡
藩
（
近
世
地
方

経
済
史
料
第
一
巻
、
一
―

1
0
·
―
―
―
四
頁
）
、
久
留
米
藩
（
福
岡
県
史
資
料
第
一
輯
四
九
一
頁
、
第
六
輯
四
二
六
•
四
一
―

1
0頁
）
、
小
倉
藩
（
同
上
第
一

輯
五
五
0
頁
•
第
八
輯
五
九
八
頁
）
で
は
六
尺
五
寸
竿
で
あ
り
、
佐
賀
藩
・
唐
津
藩
で
も
同
様
ら
し
い
（
佐
賀
県
畏
地
改
革
史
上
巻
一
五
三
頁
）
。
柳

河
藩
（
福
岡
県
史
資
料
第
一
輯
五0
0
頁
•
第
四
輯
五
七
五
頁
）
で
は
六
尺
一1一
寸
竿
で
あ
っ
た
。

キ

ュ

ウ

ゼ

シ

ン

ゼ

高
山
で
も
古
老
は
「
旧
畦
一
反
は
新
畦
一
反
二
畝
位
」
、
「
昔
の
五
畦
歩
は
今
の
六
畦
拾
何
歩
に
あ
た
る
」
と
云
う
。

幕末陸藩郷士の農業経営と下人

I A I B 

万 司 14斗.85 12斗.38 
畦 餅 18.70 15.58 

四 徳 14.42 12.02 

赤晩稲 10.525 8.77 

赤 靱 7.55 6.29 

拿A:6尺5寸竿 l反

B:6尺 1分竿 1反

日
(27)(r6) 

第
十
九
巻

安
政
五
年
八
月
十
五
日
の
条
。

薩
隅
日
田
賦
雑
徴
（
地
方
経
済
史
料
第
一
巻
四

0
三
頁
）
、
叉
「
米
一
俵
を
一
＿
一
斗
二
升
と
し
一
升
に
壱

合
を
加
へ
落
散
に
備
ヘ
一
俵
は
三
斗
五
升
式
合
を
法
と
し
た
る
が
古
来
の
規
則
」
と
も
あ
り
（
薩
藩
天

保
度
以
後
財
政
改
革
顛
末
臀
、
近
批
社
会
経
済
叢
雹
第
四
巻
一
七
頁
）
。
開
取
で
も
耕
作
日
記
自
体
の

第一ー一号

か
と
推
察
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
。

以
上
の
考
察
は
僅
か
元
治
元
年
度
一
ケ
年
に
関
す
る
も
の
で
、
こ
れ
を
守
屋
分
家
累
年
の
記
録

と
比
較
す
れ
ば
少
く
と
も
収
量
に
関
し
て
は
或
程
度
下
廻
つ
て
い
る
と
云
え
る
の
で
あ
る
。
殊
に

赤
籾
（
分
家
で
は
反
当
一
石
租
度
）
は
著
し
く
低
い
。
恐
ら
く
或
租
度
不
作
の
年
で
は
な
か
っ
た

（
未
完
）： 




